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 文教民生委員会・文教民生分科会次第 

 

        日時：2025年９月 16日（火）９:30 ～ 

場所：第２委員会室  

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託・分担案件の審査（別紙：議案付託表・分科会分担表） 

 

 

⑵ 意見・要望のまとめ 

ア 分科会意見・要望のまとめ 

イ 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

⑶ その他 

 

 

４ 閉  会 

 



令和７年第５回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

 

【文教民生委員会】 

第62号議案  物件購入契約の締結について 

第71号議案  令和７年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予算

（第１号） 

第72号議案  令和７年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予算

（第１号） 

第73号議案  令和７年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

第74号議案  令和７年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

第75号議案  令和７年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第２号） 

第76号議案  令和７年度豊岡市霊苑事業特別会計補正予算（第１号） 

第81号議案  令和６年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出

決算の認定について 

第82号議案  令和６年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳出

決算の認定について 

第83号議案  令和６年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

第84号議案  令和６年度豊岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

第85号議案  令和６年度豊岡市診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

第86号議案  令和６年度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【文教民生分科会】 

第70号議案  令和７年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

第80号議案  令和６年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

 

≪参考≫ 報告案件議案所管分 

【文教民生委員会】 

  報告第12号 専決処分したものの報告について 

   専決第６号 損害賠償の額を定めることについて 

   専決第７号 損害賠償の額を定めることについて 



 令和７年９月定例会 

     文教民生委員会・分科会 審査日程表（案）（案） 

審査日程 所 管 部 等 名 審 査 内 容（青字：委員会、赤字：分科会） 

 

９月 16日 

（火） 

９：30～ 

 

 

第２委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【くらし創造部】 

 生活環境課 

 

【市民部】 

窓口サービス課 

国保・年金課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

福祉監査課 

健康増進課 

 

・・・・・・・・・・ 

 

 

【くらし創造部】 

 生活環境課 

 

【市民部】 

国保・年金課 

 

【健康福祉部】 

高年介護課 

健康増進課 

 

説明・質疑 

○分第 80号議案 Ｒ６年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

 

 

 

 

 

説明・質疑 

○分第 80号議案 Ｒ６年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

 

・・・・・・・当 局 職 員 一 部 退 席・・・・・・・・ 

 

個別に説明・質疑・討論・表決 

●81号 ⑥決算：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●82号 ⑥決算：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●83号 ⑥決算：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●84号 ⑥決算：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●85号 ⑥決算：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 

●86号 ⑥決算：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

 



審査日程 所 管 部 等 名 審 査 内 容（青字：委員会、赤字：分科会） 

 

９月 16日 

（火） 

13：00～ 

 

 

第２委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【こども未来部】 

こども未来課 

こども支援課 

 

 

 

【観光文化部】 

文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

新文化会館整備推進室 

 

 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

学校教育課 

幼児育成課 

 

 

説明・質疑 

○分第 80号議案 Ｒ６年度一般会計決算認定 

  ・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

 

説明・質疑 

○分第 80号議案 Ｒ６年度一般会計決算認定 

  ・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

 

説明・質疑  

○分第 80号議案 Ｒ６年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

 

 

  

当局職員退席後、

委員のみで審査を行

います。 

 

賛否の確認  

○分第 80号議案 Ｒ６年度一般会計決算認定 

 

 

意見・要望のまとめ 

《第 80号：分科会審査意見 要望等のまとめ》 

《第 81～86号：委員会審査意見 要望等のまとめ》 

 

※ ○分（赤字）は予算決算委員会 文教民生分科会分担議案、●（青字）は文教民生委員会 付託

議案です。 

※ 第 80号議案の「説明、質疑」は部単位（くらし創造部・市民部は一括）で行い、当局退席後に

「討論、表決」を行います。 

第 81～86号議案は、個別に「説明、質疑、討論、表決」を行います。 

※ 16日中に決算認定の討論、表決を行い意見要望の取りまとめを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 



審査日程 所 管 部 等 名 審 査 内 容（青字：委員会、赤字：分科会） 

 

９月 17日 

（水） 

９：30～ 

 

 

第２委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10：00頃～） 

 

【くらし創造部】 

 生活環境課 

 

【市民部】  

国保・年金課 

 

【健康福祉部】 

 高年介護課 

健康増進課 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

 

 

 

上記部署に加え 

【市民部】 

 窓口サービス課 

 

【健康福祉部】 

 社会福祉課 

 

【こども未来部】 

 こども未来課 

こども支援課 

  

【観光文化部】 

文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課 

 

【教育委員会】 

 教育施設課 

学校教育課 

 幼児育成課 

  

・・・・・・・・・ 

【関係部署のみ】 

 

個別に説明・質疑・討論・表決 

●62号 物件購入契約の締結について 

●71号 ⑦補正：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●72号 ⑦補正：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●73号 ⑦補正：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●74号 ⑦補正：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●75号 ⑦補正：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●76号 ⑦補正：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

 

説明・質疑・賛否の確認 

○分第 70号議案 Ｒ７年度一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・当 局 職 員 退 席・・・・・・・・・・ 

《請願・陳情の審査》 

請願第１号「豊岡市内の高校に外国人生徒特別枠選抜制度の導入に

関する件【学校教育課】 

《報告事項》 

なし 

 



審査日程 所 管 部 等 名 審 査 内 容（青字：委員会、赤字：分科会） 

 

９月 17日 

（水） 

 

 

第２委員会室 

 

 

 

 

【委員のみ】 

 

 

 

意見・要望のまとめ 

《第 70号議案：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《第 62、71～76号議案：委員会審査意見、要望等のまとめ》 

 

 

《閉会中の継続調査（審査）の申し出について》 

 

※ 委員会審査分終了次第、第 70号議案関係部署も出席します。 



【委　　員】

8 名

【当　　局】出席者に着色をしています。

9 9

8 名 11 名

【事 務 局】 38 名

前半の部

後半の部 合計 47 名

委　　　員 加　藤　勇　貴

職   名 氏　名

議会事務局主幹 中川　光典

武田　満之 幼児育成課長

健康増進課長 宮野　千晶 学校教育課参事

高年介護課参事 玉島　正雄 教育施設課参事

健康福祉部参事 若森　洋崇 教育総務課長

向原　芳江

澤口久美子 幼児育成課参事 三輪　純子

健康増進課参事

健康増進課参事

服部　　隆

福祉監査課長 橋本　明宏 学校教育課参事 吉谷　孝憲

高年介護課参事 木内　純子 学校教育課長 寺坂　浩司

加藤　哲夫

部次長兼 高年介護課長 定元　秀之 教育施設課長 谷口　祥規

社会福祉課参事 神谷　謙二 教育総務課参事 本庄　　昇

社会福祉課長 梶原　博和 教育総務課参事 旭　和則

川崎　智朗

健康福祉部 健康福祉部長 原田　政彦 教育委員会 教育次長 永井　義久

 部次長兼 新文化会館整備推進室長 村田　一紀

職   名 氏　名 職   名 氏　名

            文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課参事 武縄　真明

            文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課参事 吉岡　和彦

出石振興局 市民福祉課長 成田　和博             文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課参事 福井　孝道

但東振興局 市民福祉課長 松井　郁子             文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課参事 小川　一昭

竹野振興局 市民福祉課長 大谷　賢司 原田　泰三

城崎振興局 市民福祉課長 惠後原博美 観光文化部 観光文化部長 太田垣健二

            文化・ｽﾎﾟｰﾂ振興課長

丸谷　祐二

国保・年金課長 坪内　淳子 部次長兼 こども支援課長 吉本　　努

市民部 市民部長 植田　教夫 こども未来課長 若森和歌子

窓口サービス課長 谷垣　卓宏 こども未来課参事

福　田　嗣　久

職   名 氏　名 職   名 氏　名

くらし創造部 生活環境課長 和田　哲也 こども未来部 こども未来部長 小野　弘順

山口　繁樹こども未来部参事生活環境課参事 小崎　新子

2025.9.16

職　 名 氏　　　　名

委　員　長 清　水　　　寛

委　　　員 前　田　敦　司

委　　　員 森　垣　康　平

委　　　員 義　本　みどり

副 委 員 長 荒　木　慎大郎

委　　　員 須　山　泰　一

委　　　員

文 教 民 生 委 員 会 名 簿
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午前９時２３分開会 

○委員長（清水  寛） おはようございます。定刻

より大分早いですけど、皆さんおそろいになりまし

たので、ただいまから文教民生委員会を開会いたし

ます。 

 改めまして、おはようございます。この任期の最

後の委員会というような形で２日間お世話になり

ますけども、よろしくお願いします。 

 また、ちょうど今、そろそろ秋の交通安全週間の

シーズンということで、９月の２１日からなんです

けれども、実は私の地区のほうでは、ここのところ

事故が多発しておりまして、先日も少し、石垣に車

が突っ込むような事故がありました。よくよく聞い

てみると、よく知った方だったんですけども、運転

してる途中で意識がなくなったっていうようなこ

とでした。そういう意味では、中学校のそばなので、

何事もなくて自損ということで終わったんですけ

ども、大変、そういう意味では、気温の変化とか、

いろいろありますので、すごくそういう意味では十

二分に注意をしていただきたいなというふうに思

います。 

 それでは、着座にて進めたいと思います。 

 一般会計に関する予算及び決算関係議案につき

ましては、予算決算委員会に付託され、当委員会は

文教民生分科会として担当部分の審査を分担する

ことになります。したがいまして、議事の進行は委

員会と分科会を適宜、切り替えて行いますので、ご

協力をよろしくお願いをいたします。 

 これより協議事項１番、付託分担案件の審査に入

ります。 

 まず、今日と明日、２日間の審査の予定について

お知らせいたします。委員の皆さんはＳｉｄｅＢｏ

ｏｋｓ上のフォルダー、文教民生委員会２０２５、

０９１６の中に配信しております審査日程表をご

覧ください。 

 審査の順序はそちらの審査日程表のとおり、議案

の順序を入替え、本日は当分科会に分担されました

第８０号議案、令和６年度豊岡市一般会計歳入歳出

決算の認定について、説明、質疑を部ごとに、午前、

午後に分かれて行います。午前の部の後半で、委員

会付託されました第８１号議案から第８６号議案

までの各特別会計決算の計６件について、説明、質

疑、討論、表決を行います。午後の部の分科会審査、

説明、質疑終了後に、委員のみで第８０号議案の賛

否の確認を行い、分科会及び委員会審査の意見、要

望等の取りまとめを行います。 

 明日１７日は、その他の議案の説明、質疑、討論、

表決及び賛否の確認を行い、最後に、委員会、分科

会審査の意見、要望のまとめを行うことにしたいと

思います。 

 以上、審査日程につきまして、ご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日の当局出席者については、審査日程表に合わ

せ、午前、午後に分かれて出席いただくよう要請し

ておりますので、ご了承願います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、要点を押さえ、簡潔明瞭に行う

など、スムーズな議事進行にご協力をお願いいたし

ます。 

 なお、委員会及び分科会での発言は、委員長、分

科会長の指名の後、マイクを使用して、課名と名字

を名のってから行っていただきますようお願いい

たします。 

 ここで、委員会を暫時休憩します。 

午前９時２５分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２５分 分科会開会 

○分科会長（清水  寛） それでは、ただいまより

文教民生分科会を開会します。 

 それでは、第８０号議案、令和６年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明は部ごとに組織順の課単位で、一気に

説明をお願いします。 

 歳出、続いて、所管に係る歳入、財産調書の順で
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お願いします。 

 審査時間に限りがありますので、所管事項を逐一

説明するのではなく、新規事業や平年と比較して変

化の著しい事業等を抜粋して説明願います。説明に

当たっては、資料のページ番号をお知らせください。 

 なお、説明の際は、該当のページを委員が開いた

か確認をしながら説明をお願いいたします。 

 質疑は説明が終わった後に、一括して行います。 

 それでは、くらし創造部・市民部所管分について、

続けて説明をお願いいたします。 

 生活環境課、和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） それでは、令和６年

度一般会計決算の生活環境課分についてご説明い

たします。 

 まず、歳出でございます。 

 決算書の１１５ページをご覧ください。備考欄の

下のほう、下から１２行目になりますが、ごみの減

量・資源化対策事業費でございます。その少し下に

指定ごみ袋等作製業務に係る業務委託料といたし

まして、６，５１５万９，０５０円を支出しており

ます。その下の補助金の資源ごみ集団回収促進費で

すが、申請数が４６２件、回収量が１，３８５．０

９トンに対し、金額を９５３万６６０円を補助をし

ております。こちら、前年度と比べますと、５６件

の減、回収量は約１７１トンの減、補助金の額では

１１８万３，９７６円の減となっております。 

 続きまして、１３７ページをご覧ください。備考

欄の上から７行目、防犯対策事業費です。補助金の

うち、自動録音機能付電話機等購入事業費につきま

しては、特殊詐欺被害防止に効果がある自動録音機

能付電話機等の普及促進を図るため、高齢者を対象

に機器の購入に対して補助金を交付したもので、８

５０人の方にご利用をいただき、８３４万９，２７

７円を支出しております。内訳としまして、４月１

日から２月７日までは県の補助金を活用し、実施し

ておりまして、件数が８０９件、金額で７９４万６，

２７１円、３月３日から３月２４日までは地方創生

臨時交付金事業として実施し、４１件、金額で４０

万３，００６円となりました。この地方創生臨時交

付金分につきましては、今年度に２５９万６，００

０円を繰り越し、現在も受付、交付をしております。 

 同じ枠の一番下、犯罪被害者等支援事業費につき

ましては、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図る

ため、一時的な生活資金として支援金を支給したも

ので、全治１か月以上の重傷病に該当する案件の申

請がありましたので、１０万円を支出しております。 

 続きまして、２３３ページをご覧ください。一番

下の枠の上から３行目、環境衛生事業費です。一番

下の補助金、環境衛生施設整備事業費につきまして

は、地区のごみステーション設置に対し補助金を交

付するもので、３７地区４２基に対し、１９５万７，

８００円を支出しています。前年度は２４地区４５

基に対し、１９７万４，２００円を支出していまし

たので、数や金額はほぼ横ばいですが、利用いただ

いた地区が１３地区増えました。 

 次に、その下のクリーン作戦推進事業費です。一

番下の手数料のうち１６３万９，０００円につきま

しては、水路土砂収集運搬業務に関して、不適切な

事務処理に係る精算分を予備費を充用しまして、手

数料で支払ったものでございます。 

 続きまして、２３７ページをご覧ください。一番

上の斎場管理費でございます。その中の一番下、補

修工事費ののり面ですが、５月の集中豪雨により崩

壊した駐車場北側ののり面を１２６万５，０００円

で補修しております。 

 続きまして、２３９ページをご覧ください。一番

下の枠の塵芥処理事業費です。業務委託料の大型動

物死体処理業務につきましては、２３９頭分、６５

７万２，５００円を支出していますが、前年度と比

べまして、５４頭増え、金額で１４８万５，０００

円の増となっています。 

 続いて、２４１ページをご覧ください。備考欄の

上の枠の上から１２行目、旧清掃施設管理費でござ

いますが、少し下がっていただきまして、業務委託

料の中の解体工事検討業務１，０１４万９００円に

つきましては、今年度発注予定の旧豊岡清掃センタ

ー解体工事に係る設計等の業務でございます。 

 続きまして、歳入についてご説明いたします。 
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 ２９ページをご覧ください。備考欄の中段ぐらい

の枠、豊岡斎場使用料２，３４６万６，５００円は、

１，３１２件分の使用料です。 

 続いて、３３ページをお願いします。中ほどの枠

になりますが、指定ごみ袋代をごみ処理手数料とし

て、１億３，０２９万７，５００円を収入しており

ます。 

 次に、４５ページをご覧ください。上から３つ目

の枠の上から５行目、自動録音電話機等普及促進事

業費補助金として、県から７９４万１，８００円を

受け入れています。 

 続きまして、７９ページをお願いいたします。備

考欄の上から３行目、旧豊岡清掃センターの移転補

償金５４３万８，５９７円につきましては、旧豊岡

清掃センターの解体撤去事業に係る設計等の業務

に対し、国土交通省から移転補償金を頂いたもので

ございます。 

 続いて、８３ページをご覧ください。上から２つ

目の枠の清掃施設整備事業債でございますが、２０

２３年の台風７号により崩壊したクリーンパーク

北但の進入道路の斜面の復旧工事に係るものでご

ざいます。 

 生活環境課からの説明は以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、窓口サービス課、

谷垣課長。 

○窓口サービス課長（谷垣 卓宏） それでは、窓口

サービス課所管分について説明させていただきま

す。 

 まず、歳出です。 

 １６５ページをご覧ください。備考欄の上の枠の

一番上、戸籍住民基本台帳事務費４，８５０万７，

９７４円です。主なものとしましては、８行下のＯ

Ａ機器保守点検１，５３１万６，３０１円、これは

戸籍情報システム、住民基本台帳ネットワークシス

テム、コンビニ交付システムに係る保守費用です。 

 その２行下の戸籍システム改修業務４８９万２，

８００円は、戸籍の振り仮名に係る通知を送付する

ためのデータ作成、出力機能の追加及び２０２５年

度に戸籍情報システムを標準化仕様へ移行するた

めの準備作業などを委託したものです。 

 その下のＯＡ機器借上料１，５２７万８，８２４

円は、戸籍情報システムや住民基本台帳ネットワー

クシステム、ミニセルフレジ、キオスク端末等のシ

ステムや機器の借り上げに係る費用です。 

 その２行下のクラウド使用料４５２万７，６００

円と、その４行下の地方公共団体情報システム機構

への負担金２７２万８，０００円は、コンビニ交付

サービスに係る費用となっています。 

 なお、コンビニ交付サービスの２０２４年度の利

用実績でございますけれども、税務課の所得課税証

明書を含め、交付件数については１万３，５７６件

で、前年度と比較して１，６２２件の増加となって

います。コンビニ交付サービスの利用割合としては

２０．８％となっていまして、前年度の１６．８％

から４％伸びております。 

 続きまして、５行下の住民基本台帳事務費（繰越

明許分）３，２４４万５，００６円です。２０２３

年度、社会保障・税番号システム整備費補助事業で、

２０２３年度からの繰越事業となっています。戸籍

への振り仮名記載に伴い、住民基本台帳システム、

戸籍附票システム、戸籍システムの改修作業を委託

したものとなっています。 

 歳出は以上です。 

 続いて、歳入です。 

 ３３ページをご覧ください。備考欄の上から２枠

目、戸籍手数料１，５１５万７，５５０円から５行

下のその他手数料３０万７，２００円までの収入済

額３，１０５万８，２００円は、前年度に比べて３

４６万７，４８０円の減となっています。この主な

要因につきましては、２０２４年３月より、本籍地

以外の市区町村窓口でも戸籍証明書が請求できる

ようになった広域交付が開始されたことに伴うも

のと思われます。 

 次に、３７ページをご覧ください。備考欄の一番

上の枠の上から３行目、社会保障・税番号制度シス

テム整備費補助金５８７万８，０００円のうち、窓

口サービス課分は２００万２，０００円で、戸籍の

振り仮名に係る通知書発送のデータ作成等、システ
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ムの改修の補助金となっています。 

 その４行下、マイナンバーカード交付事務費補助

金２，３４７万６，０００円は、マイナンバーカー

ド関連事務費の人件費と事務費に係る国庫補助金

です。 

 その６行下、社会保障・税番号制度システム整備

費補助金（繰越明許分）については、３，１３１万

８，０００円、これは２００３年度からの繰越事業

で、戸籍の振り仮名記載に伴い、住民基本台帳シス

テム、戸籍附票システム、戸籍のシステムの改修に

係る国庫補助金となっています。 

 窓口サービス課は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、国保・年金課、

坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） それでは、国保・

年金課の分についてご説明いたします。 

 まず、歳出です。 

 １７７ページをご覧ください。備考欄の一番下の

国民健康保険事業特別会計（事業勘定）繰出金につ

きましては、保険基盤安定分、職員給与費などを国

保特別会計へ繰り出したもので、前年度と比べまし

て、４５４万２，０００円の増額となっております。 

 次に、１８７ページご覧ください。中段辺りの国

民年金事務費５２万５，５９２円につきましては、

国民年金の資格、給付、免除申請受付などの事務に

係る経費です。前年度に比べまして、１万３，９６

２円の増額となっております。 

 その下のほうの高齢期移行助成事業費、重度障害

者医療費助成事業費、乳幼児等医療費助成事業費、

続いて、１８９ページの母子家庭等医療費助成事業

費、高齢重度障害者医療費助成事業費、こども医療

費助成事業費につきましては、それぞれ対象となる

医療費の助成に関する費用額となっております。全

体のレセプト件数は、前年度から約６，３００件減

少しておりますが、助成金額は約３７５万円の増加

となりました。 

 続きまして、その下の後期高齢者医療事業特別会

計繰出金３億６，０２０万５，４２８円は、後期高

齢者医療事業に係る事務費（保険基盤安定分）、職

員給与費等を後期高齢者医療事業特別会計に繰り

出したものです。 

 続きまして、２０９ページをご覧ください。備考

欄７行目の児童手当給付事務費５８１万３，７９８

円ですが、主に通知事務に係る通信運搬費及び児童

手当システムの保守点検費用と業務システムの改

修費用になっております。前年度より２６９万６９

６円の増額となりました理由につきましては、２０

２４年度の制度改正に伴い、システム改修を実施し

たことによるものです。 

 続きまして、その下の児童手当給付事務費の児童

手当１１億２，４３７万円の支給額につきましては、

前年度と比べまして、１億１，２３１万５，０００

円の大幅な増額となりました。これは２０２４年１

０月からの制度改正によりまして、支給対象者や支

給額が拡充されたことによるものです。 

 続きまして、２３１ページをご覧ください。５行

目の未熟児養育医療助成金３１８万５，３２０円は、

対象乳児が１２人、延べ２１月に対し助成をいたし

ました。対象者が前年度より１名減、延べ八月の減

で、２８万６，６６８円の減額となりました。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入です。 

 ３５ページをご覧ください。備考欄の上から６つ

目の枠内の国民健康保険基盤安定費負担金７，３１

７万６，８５９円は、国保税の軽減対象となりまし

た被保険者数に応じて、保険者に対して財政支援を

する制度で、国庫負担分となります。 

 次に、６行下にあります国民健康保険未就学児均

等割保険料負担金１６３万４，１２３円は、２０２

２年４月から実施されています未就学児の保険税

均等割の半額軽減制度に係る国の財政支援で、負担

割合は２分の１となっております。 

 その下の国民健康保険産前産後保険料負担金４

２万５，３０６円は、２０２４年１月から実施して

おります出産被保険者の産前産後、対象期間におけ

ます国保税の所得割及び被保険者均等割の減額制

度に係る国の財政支援で、負担割合は２分の１とな

っております。 
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 次に、６行下の児童手当負担金８億３，０５５万

１，６６６円は、児童手当支給に係る国庫負担分で

す。前年度に比べまして、児童手当支給額が約１億

１，２００万円増加したことにより、負担金も約１

億３，２００万円増加しました。 

 その下の過年度分４９万９，６６７円は、前年度

分の精算に伴う国庫負担の追加交付分となってい

ます。 

 次に、３つ下の枠の療養医療事業費負担金１５１

万１，１０９円は、未熟児養育医療助成金に対する

国庫負担金で、負担割合は算定基準額の２分の１と

なっています。 

 次に、４１ページをご覧ください。備考欄の一番

下の枠内の国民年金事務取扱委託金１，５４４万８，

６９２円は、国民年金に係る人件費等、事務費、経

費に係る委託金です。 

 次に、４２ページから４３ページの中段辺りから

県支出金となりますが、国民健康保険、後期高齢者

医療、児童手当及び養育医療事業に係る県負担金に

つきましては、国庫負担金と負担割合以外は同様で

すので、割愛させていただきます。 

 次に、４３ページをご覧ください。備考欄中段辺

りの国民健康保険基盤安定負担金２億４，７５３万

５，４００円は、被保険者に対する国保税の負担緩

和、財政基盤の安定及び国保税の軽減対象となりま

した被保険者に応じて公費で財政支援する制度で、

県の負担金となります。 

 また、５行下の国民健康保険未就学児均等割保険

料負担金８１万７，０６１円は、２０２２年４月か

ら新たに実施されました未就学児の国保税均等割

を半額軽減に係る県負担分で、負担割合は４分の１

です。 

 その下の国民健康保険産前産後保険料負担金２

１万２，６５３円は、２０２４年１月から新たに実

施しております出産被保険者の産前産後、対象期間

におけます所得割及び被保険者均等割の減額相当

額に係る県負担分で、負担割合は４分の１となって

おります。 

 また、その下の後期高齢者医療保険基盤安定費負

担金２億４，４７６万４，３２１円ですが、こちら

は後期高齢者医療保険料の軽減後に係る県負担分

です。 

 また、その下の枠内の児童手当負担金１億４，６

３１万１，６６６円は、児童手当支給に係る県負担

分です。 

 その下の児童手当負担金過年度分９万６，６６６

円は、児童手当支給に係る過年度分の精算に係る県

負担分となります。 

 また、その３つ下の枠内の養育医療事業費負担金

６９万２，８４２円は、未熟児養育医療助成金に対

する県費の負担金で、算定基礎額の４分の１となり

ます。 

 ４５ページをご覧ください。備考欄、一番下の枠

の中ほどから高齢期移行助成事業費補助金、重度障

害者医療費助成事業費補助金、乳幼児等医療費助成

事業費補助金、母子家庭等医療費助成事業費補助金、

高齢重度障害者医療費助成事業費補助金、こども医

療費助成事業費補助金と、次の４７ページの備考欄、

一番上の枠内の中ほど、重度障害者医療費助成事業

費補助金（過年度分）母子家庭等医療費助成事業費

補助金（過年度分）、高齢重度障害者医療費助成事

業費補助金（過年度分）、こども医療費助成事業費

補助金（過年度分）、高齢期移行助成事業費補助金

（過年度分）の福祉医療費助成事業に係る掲載部分

につきましては、２０２４年度分の県補助金受入額

及び前年度の事業費精算に伴う過年度分の追加交

付額となります。 

 続きまして、６１ページをご覧ください。繰入金

です。備考欄の２つ目の枠内の国民健康保険事業特

別会計（事業勘定）繰入金１，３７０万７，０２２

円及び１０枠下の後期高齢者医療事業特別会計繰

入金９８万７，０４２円につきましては、いずれも

前年度の精算に伴う特別会計からの繰入金となり

ます。 

 続きまして、６３ページをご覧ください。備考欄

中段辺りの地域振興基金繰入金６億４，０６２万円

のうち、福祉医療費の乳幼児等医療費及びこども医

療費助成事業の市単独事業の上乗せ分の財源とし
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まして、９，１７２万７，０００円を繰り入れまし

た。 

 次に、雑入です。７９ページをご覧ください。備

考欄８行目の不当利得徴収金２５万４，６６８円の

うち、１４万１，２４３円は、福祉医療で所属構成

等により資格損失となり、誤って受給した人のうち

保険者間調整ができなかった該当者１５件分の返

納金となります。 

 その４行下の高齢重度障害者医療費返納金１，２

６０万６，５７２円は、現物給付分で、本来、後期

高齢者医療の医療費で負担すべきものを、福祉医療

費から負担していた分につきまして給付調整をし

まして、後期高齢者医療広域連合からその相当分を

返還されるものとなります。 

 同じページの下から１２行目、後期高齢者医療広

域連合療養給付費負担金納付返還金につきまして

は、２０２３年度の精算に伴う返還金となります。

返還金額が大きい理由としましては、負担金算定の

基礎となる療養給付費が広域連合の療養給付費の

見込みほど伸びなかったことによるものです。 

 歳入については以上です。 

 最後に、財産に関する調書についてです。５７９

ページをご覧ください。下から５行目の国民健康保

険財政調整基金の決算年度末現在高は、３億１，４

１５万９，０００円となっております。 

 国保・年金課の分は以上です。 

○分科会長（清水  寛） くらし創造部・市民部の

説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） ちょっと聞き漏らしたところ

があるんですけど、１８９ページのところで、減少

したけれども、助成額増えたっていうところ、もう

少し、ごめんなさい、もう一度お願いします。 

 レセプトが、ちょっとごめんなさいね、私も開け

ます。１８９ページ、すみません、ごめんなさいね、

ちょっと待ってね。開けました。 

○分科会長（清水  寛） 質問ですね。 

 そしたら、坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） 全体のレセプト件

数は、前年度から約６，３００件減少しているんで

すけれども、助成の金額は３７５万円増加しており

ます。 

○委員（義本みどり） ということは……。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 単価が増えたということの理

解でよろしいですか。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） はい、そういうこ

とです。 

○委員（義本みどり） ありがとうございます。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

 ほか、ございませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １つだけ、細かいことですけ

ども、防犯カメラの設置と自動録音機ですけども、

８５２人、まず、防犯カメラの設置いうのは何台つ

けなったんでしょうか。４８万円、説明はなかった

ですけども。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） 防犯カメラにつきま

しては、地区のほうでつけていただくというところ

に補助をしていまして、６件、地区は忘れましたけ

ど、６件です。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 地区で選定されて、ここへつ

けてほしいということの要望に対しての支出です

か。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） 地区のほうで場所を

選定されて、地区がつけられたカメラに対して、１

基、８万円を補助をしております。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 犯罪が起こったときに、テレ

ビ見てますと、本当に防犯カメラが役に立ってます

んで、あれなんですけれども、どの辺につけとんな

るの。どの辺っていうたらおかしいな、どの辺りで

よろしいです。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 



 7 

○生活環境課長（和田 哲也） すみません、個別の

詳細な場所は分かりませんけども、設置いただいた

地区を紹介させていただきます。 

 出石の水上区と出石の防犯協会の弘道支部、西

野々区、上町と竹野浜自治会と西花園区でございま

す。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） なるほど。分かりました。 

 それと、もう一つ、そこの枠の一番下の犯罪被害

者支援費１０万円出てますけども、これは犯罪の被

害者に対してのお見舞い金ですけども、これは今、

通り魔事件が非常に多いなと思ってテレビ見るん

ですけれども、例えばの話だけど、そういう事件に

巻き込まれて死亡されたような場合は、どれぐらい

なジャッジというんか、算定をされてますか。死亡

事件が起きたような場合ですね。これは重傷とかな

んとかおっしゃったようですけども。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） 条例というか、規則

で決まっておりまして、お亡くなりになられた場合

は、遺族支援金としまして３０万円の支給というこ

とになってます。 

 先ほど言いました、１か月以上の重傷病ですと１

０万円ということで決めております。 

○委員（福田 嗣久） ３０万円ね。国庫で出る、国

で出すんだろうけどな。違うんか。国で出すんでは

ないんですか。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 被害者支援で。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） 豊岡市の単費でござ

います。 

○委員（福田 嗣久） よろしいです。 

○分科会長（清水  寛） ほか、ありますか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ５７９ページですか、一番最

後に言われた国保の財政調整基金でしたよね、５７

９。決算年度中、増減高がマイナス６，４００万円

か、３億１，４００万円、この時点で現在高ってい

うのは、この年度の繰入れは幾らでしたっけ。今年

と去年とまた違ったでしたか、５，０００万円では

なかったか。６，４００万円、途中で減ってるとい

うことは、６，４００万円繰入れっていうことでし

たっけ、どうでしたか。 

○分科会長（清水  寛） 坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） 基金の取崩しが５，

０００万円と、追加で１，４００万円、補填してま

すので、６，４００万円を、ですね。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） そうですね。だから、昨年も

今年も基金の取崩しは５，０００万円だったですか

ね。その１，４００万円いうのはどういうあれで崩

すんですか。 

○分科会長（清水  寛） 坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） １，４００万円に

つきましては、国保税の減収補填です。思った以上

にちょっと徴収率が悪かったので、ということです。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。 

 もう一つですけど、今議会にコンビニ交付と同じ

文脈で庁舎の開庁時間短縮の実証実験するという

ような話も出てましたけど、これは庁舎全体でしょ

うね。でも、その中でも、やっぱり窓口サービス課

が大きなウエートなんですかね、どうなんですかね。 

○分科会長（清水  寛） 谷垣課長。 

○窓口サービス課長（谷垣 卓宏） 今、須山委員お

っしゃられたように、多分庁舎の開庁時間の見直し

についての大きな影響を受ける課は、当課の窓口か

なと感じております。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） どうなんでしょうかね。早出

や残業が、現状は多いんですか。そういうのを減ら

すためっていう説明があったように思うんですけ

ども、そこら辺、全体的でもどうでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 谷垣課長。 

○窓口サービス課長（谷垣 卓宏） 今現在、窓口は

職員の勤務時間と合わせて、８時３０分から１７時

１５分まで開けております。その関係で、８時半よ
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り前に窓口のシステム等の立ち上げをしなければ

いけないので、職員が早く来て、準備をしておりま

す。 

 終わりについては、１７時１５分まで受付をして

おりますので、１７時１５分になりますと、窓口を

閉めますけれども、１７時１５分に窓口に来られた

方は受付をしますので、そこから通常の事務をする

と、１７時３０分とか１７時４５分ぐらいまでにな

ります。そこから片づけをしますので、通常１７時

１５分に窓口を閉めると、大体３０分から４０分ぐ

らい１日の残務処理をしますので、１８時前ぐらい

までは職員が残って残業をしております。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。 

 もう１点、そしたら、それは朝来ではもう既に開

庁時間短くなってるとかって聞いて、僕は実際は知

らない、うわさかもしれないですけど、よそはやっ

ぱりそういうのが進んでるんですか、短縮が。ご存

じでしたら。 

○分科会長（清水  寛） 谷垣課長。 

○窓口サービス課長（谷垣 卓宏） 朝来市について

は、今年の１０月１日から開庁時間を短縮されると

聞いております。兵庫県内においても、三田市や姫

路市、神戸市についても見直しを実施済み、もしく

は今後されるというふうに聞いております。以上で

す。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ええ面も悪い面もあるんじゃ

ないかと思いますが、取りあえず分かりました。あ

りがとうございます。 

○分科会長（清水  寛） ほか、ございますか。 

○委員（福田 嗣久） もう一つだけよろしいか。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 生活環境課で、旧の清掃施設

管理費で１，８４４万５，０００円ほど決算されて

るんですけども、これは具体はどこのことを言って

るんですかいな。どこの施設いうんか。業務委託料

で解体の何か、おっしゃったけど。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） 岩井にあります岩井

の旧豊岡清掃センターです。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そげですか。 

 分かりました。 

 あそこはどうなってるんかな思って、岩井じゃな

くて、もうちょっと奥の、奥にあったんちゃうん。

あれはどうなっとるんかな思って、それ、直接関係

はないんでしょうけど。新堂のほうにあったんちゃ

うかな。（「第２清掃センター」と呼ぶ者あり）そ

れはどうなっとるんかな。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） あそこの第２清掃セ

ンターの跡地ですけど、亀ヶ崎だったか、そこなん

ですけども、閉鎖はしておりますけども、施設とし

ては今は、清掃センターとしては使っていませんけ

ども、ちょっと水質が少々安定しませんので、その

水質の状況を見ながら管理してるというところで

ございます。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ほんなら、水質の管理をしな

がら、毎年いうんか、それはチェックをされてると

か、もう継続して廃止処分なんかはできへんのか、

できへんの。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） その水質、やっぱり

ｐＨがちょっと安定しないというところで、そこが

安定するまではちょっと廃止はできないという状

況でございます。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

 あれはどれぐらいお金を使っとんなるん、毎年、

ちょっと教えてえな。 

○分科会長（清水  寛） 和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） ちょっと調べまして、

後ほどでよろしいですか。 

○委員（福田 嗣久） 後からでもいいです。直接関

係はないんで。 

○分科会長（清水  寛） ほか、ございますか。 
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 よろしいですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 次に、健康福祉部所管分について説明をお願いし

ます。 

 社会福祉課、梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 私からは社会福祉課

の新規分を中心に、決算書の右、備考欄より説明さ

せていただきたいと思います。 

 まずは、歳出からになります。 

 １７７ページをご覧ください。表の２行目、社会

福祉事務諸費の業務委託料２８４万１，０８０円に

つきまして。（「ちょっと待って、１７７」と呼ぶ

者あり）はい、１７７ページでございます。 

 表の上から２行目になります。福祉事務所費の業

務委託料の２８４万１，０８０円につきましては、

障害福祉サービスの報酬改定に伴い、福祉総合シス

テムを改修したものになります。 

 同じ枠の８行下の補助金のうち、社会福祉協議会

の運営等に係る補助金９，３３１万９，０００円に

つきましては、昨年度より補助率の変更により約２，

３００万円の増となっております。 

 次に、１７９ページをご覧ください。表の１７行

目、低所得世帯生活支援給付金支給事業費の交付金

１億４，３６５万円につきましては、物価高騰の影

響を受ける新たに住民税非課税世帯と住民税均等

割のみの課税世帯となった世帯に対しまして、１世

帯当たり１０万円の給付金を支給し、併せて当該世

帯の児童１人当たり５万円の給付金を支給したも

のになります。 

 その１７行下をご覧ください。定額減税補足給付

金支給事業費の交付金６億２，１１４万円につきま

しては、定額減税の恩恵を十分に受け入れないと見

込まれる所得水準の方に対しまして給付金を支給

したものになります。 

 次に、下から３行目の住民税非課税世帯生活支援

給付金支給事業費の交付金２億２，３６０万円につ

きましては、こちらも物価高騰の影響を受けます住

民税非課税世帯に対しまして、１世帯当たり３万円

と、児童１人当たり２万円を給付したものになりま

す。 

 次に、１８１ページをご覧ください。１つ目の枠

の１０行目になります。住民税非課税世帯等臨時特

別給付金支給事業費（繰越明許分）になります。こ

ちらの交付金５３２万円につきましては、物価高騰

による負担増を踏まえまして、特に家計への影響が

大きい非課税世帯、住民税非課税世帯等に対しまし

て、１世帯当たり３万円を給付してきましたが、こ

の事業によりまして７万円を追加の給付を行いま

して、引き続き生活、暮らしを支援したものになり

ます。 

 その１１行下になります。低所得世帯生活支援給

付金支給事業費（繰越明許分）になります。こちら

の交付金２億３，７１０万円につきましては、こち

らも物価高騰の影響を受ける住民税均等割のみの

課税世帯に対しまして、１世帯当たり１０万円を給

付し、また、住民税非課税世帯あるいは住民税均等

割のみの課税世帯の児童１人当たり５万円を給付

しまして、生活、暮らしを支援したものになります。 

 いずれの給付金につきましても、事務費を含めて、

全額国庫補助金となっております。 

 次に、１８３ページをご覧ください。表の１つ目

の枠、３行目になります。身体障害者福祉事業費の

補助金、障害福祉施設整備事業費１億２５０万円の

うち、１億円につきましては新規事業といたしまし

て、医療的ケア児等に対応した施設整備に係る補助

金になります。２つの施設に交付決定いたしており

ましたが、１つの事業につきましては繰越しをして

おります。財源につきましては、福祉基金を活用し

ております。 

 また、その下の医療支援型グループホーム運営支

援事業費８７万６，０００円につきましては、こち

ら、県の随伴事業になるんですが、医療的ケア児等

に対応したグループホームにおきまして、看護師等

を配置した場合の運営に対する補助金となります。

こちらにつきましては、相生市にあるグループホー

ムに豊岡市の医療的ケアが必要な方が入居されて

いることから、そのグループホームに対して交付し

ているものになります。 
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 次に、１８９ページをご覧ください。表の３つ目

の枠、一番下の行の豊岡健康福祉センター管理費修

繕料１９２万７，０００円につきましては、障害者

支援施設が利用している部屋の空調設備が故障し

たため取替え工事を行ったほか、会議室とか、ほか

の部屋におきましても空調設備の修繕が必要なた

め、修繕を行ったものになります。 

 次に、１９１ページをご覧ください。表の１１行

目、城崎健康福祉センター管理費の業務委託料のう

ち測量業務１３６万７００円につきましては、２０

２４年度末で城崎健康福祉センターを廃止しまし

て、土地及び建物を民間への売却に備えまして、敷

地の測量を行ったものになります。 

 同じ枠の下から５行目の日高健康福祉センター

管理費補修工事費２５３万１，１００円につきまし

ては、玄関ホールのラウンジの空調設備が故障した

ために行った補修工事費になります。 

 次に、１９３ページをご覧ください。表の１１行

目、日高東部健康福祉センター管理費補修工事費１，

７９９万５００円につきましては、センター正面の

玄関風除室、図書コーナー及び倉庫等で雨漏りが発

生したため、屋根の補修工事を行ったものになりま

す。 

 同じ枠の上から２行目の投資委託料１９８万円

につきましては、その工事に係る設計監理業務の費

用となっております。 

 続きまして、１９７ページをご覧ください。表の

中ほどになります。地域生活支援事業費の交付金、

物価高騰対策支援金２６万円につきましては、国の

物価高騰対策を活用しまして、精神障害者等の居場

所となっております地域活動支援センターに対す

る支援を行ったものになります。 

 その下の障害児世帯生活支援給付金２８８万円

につきましては、子供の介助等により就労等が制約

されることが多く、物価高騰の影響が大きい障害の

ある児童がいる世帯に対しまして、対象児童１人当

たりに２万円の給付金を支給したものになります。

こちらの事業は２０２５年に繰越しをしておりま

す。 

 同じ枠の下から２行目になります。障害者基幹相

談支援センター事業費の補助金、計画相談支援推進

事業費３７０万９，０００円につきましては、こち

らは新たに配置していただきました相談支援専門

員の雇用に対する経費に対する補助金になりまし

て、昨年度につきましては２法人に交付しておりま

す。 

 少し飛びまして、２２３ページをご覧ください。

表の１つ目の枠、生活保護適正実施推進事業費の業

務委託料のうち……（「何ページですか」と呼ぶ者

あり）２２３ページです。すみません。表の１つ目

の枠、生活保護適正実施推進事業費の業務委託料の

うち、生活保護システム改修業務２２６万６，００

０円につきましては、就労自立給付金及び進学準備

給付金の制度改定に伴い、システム改修を行ったも

のになります。 

 続きまして、歳入になります。 

 かなり戻っていただきまして、２９ページをご覧

ください。表の１つ目の枠、４行目、行政財産目的

外使用料のうち１，１０６万４，５１５円が、７か

所の健康福祉センターなど社会福祉課が所管する

施設に係るものになっております。 

 次に、３７ページをご覧ください。３つ目の枠の

２行目になります。障害者総合支援事業費補助金２

１３万円につきましては、先ほど説明いたしました

福祉総合システムのシステム改修に充てたものに

なります。 

 次に、６３ページをご覧ください。表の１つ目の

枠、１行目、福祉基金の繰入金１億６２３万１，０

００円につきましては、先ほど説明しました障害福

祉施設整備事業費、計画相談支援推進事業費に充て

たものになります。 

 次に、７１ページをご覧ください。表の下から８

行目の雑入の利用者負担金の障害福祉サービス２

９万２７４円につきましては、昨年度、虐待による

措置に入所していただいた方がおりまして、その方

の食費等の自己負担分ということになっておりま

す。 

 次に、８１ページをご覧ください。表の下から３
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つ目の枠になります。社会福祉施設整備事業債の日

高東部健康福祉センター１，７９０万円につきまし

ては、先ほど説明いたしました日高東部健康福祉セ

ンター管理費の補修工事に充てたものになります。 

 次に、財産に関する調書になります。 

 かなり飛んでいただきまして、５６５ページをご

覧ください。こちらは表の下から２つ目の枠、城崎

健康福祉センターにつきましては、先ほど説明いた

しました用地測量に伴い、地籍更正等による増減に

なっております。 

 次に、５７９ページをご覧ください。表の上から

３行目、福祉基金１億６２３万１，０００円の減に

つきましては、歳入で説明しました障害福祉施設整

備事業費、計画相談支援推進事業費に充当したため、

取り崩したことによる減少になっております。 

 社会福祉課からの説明は以上になります。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、高年介護課、玉

島参事。 

○高年介護課参事（玉島 正雄） それでは、高年介

護課の所管事業に係ります歳出、歳入、財産調書に

つきましてご説明申し上げます。新規事業等につい

てご説明します。 

 歳出です。 

 １５７ページをお願いいたします。ページの中ほ

どにあります地域おこし協力隊業務１億２，９０８

万７，５２７円のうち、高年介護課分として４３３

万５，３９０円を支出しています。内容は、地域お

こし協力隊業務委託料１名分で、買物支援コーディ

ネーターの活動テーマに沿って、受入れ団体である

豊岡市社会福祉協議会の下、地域住民やその他関係

団体等と連携、協力しながら地域内の組織や団体を

支援したり、地域の課題解決、地域力の維持及び強

化に資するための活動などを行うものです。 

 続いて、１９３ページをお願いいたします。備考

欄、一番下から１つ上の健康増進センター管理費１，

１０４万４４４円です。内訳は、次、１９５ページ

上段の枠をご覧ください。上から７行目、整備工事

費１，０３７万４，１００円ですが、健康増進セン

ターの長寿命化を図るため、改修工事を実施いたし

ました。主な改修部分はグラウンドの土の入替え、

軒天井、雨どいの改修、トイレの衛生器具の取替え、

タイル修繕などです。なお、財源は過疎債を活用し

ています。 

 続いて、１９９ページをお願いいたします。備考

欄、下の枠、中段にあります老人福祉総務費２４０

万５，７７０円です。この中には株式会社ゲンキへ

の訴訟に関する費用が含まれており、旅費、業務委

託料等、総額は１０２万１，０８０円となります。

なお、昨年度分の支出に関しては、予備費から流用

をしております。 

 続いて、２０３ページをお願いいたします。上か

ら７行目、外出支援サービス助成事業費４，７６４

万８，７６０円です。外出支援サービス助成事業は、

自宅から医療機関等へ行く際の介護タクシー運賃

の一部を助成する事業です。２０２４年度は制度改

正により、利用者負担が変更となったこと等の影響

により、前年度から減額となっております。 

 続いて、２０５ページをお願いいたします。備考

欄、一番上、介護人材確保・定着支援事業費２６万

５，０００円ですが、この事業は介護人材不足の中、

介護職員の確保・定着を図るため、ヘルパー職員、

介護福祉士、介護支援専門員及び主任介護支援専門

員の資格取得をするための研修費用を、１人当たり

１０万円を上限に助成するものです。制度初年度の

昨年は、介護支援専門員１名、主任介護支援専門員

３名の合計４名の申請があり、合計で２６万５，０

００円を助成しました。 

 その下、緊急通報システム整備事業費（繰越明許

分）２３４万４，２１０円です。この事業は緊急通

報機器の貸与を受けた利用者からの緊急通報が消

防本部に通報され、近隣協力員による状況確認及び

救急車、消防車の出動を行う事業です。事業予備費

につきましては、緊急通報システムについて消防本

部に設置しているセンター機器本体が、２０２３年

度に設置後７年目を迎え、老朽化していることから

本体機器の更新を行ったものです。半導体不足によ

りまして、２０２３年度内の納品が困難となったた

め、２０２４年度に繰り越し、執行したものです。
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完成は２０２４年の５月です。 

 同じく２０５ページの備考欄、下から４つ目の枠、

民間老人福祉施設助成事業費２，７４３万１，００

０円です。介護施設に勤務する職員が働きやすい環

境を整備することを目的に、施設改修した事業所と、

小規模多機能型居宅介護支援事業所の施設整備を

した事業所に対し補助したものです。なお、小規模

多機能型居居宅介護支援事業所については、当初は

令和６年度中に完成予定でしたが、新たにスプリン

クラー用のタンクを設置することが必要となり、２

か年の工事となったため、令和６年度は補助額の５

０．５％に当たる２，０６４万８，０００円を補助

しました。なお、２年目となる令和７年度分につい

ては、３月議会において繰越明許補正を行い、ご承

認いただき、今年の５月末に完成しております。財

源は１００％、県補助です。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入です。 

 ４７ページをご覧ください。県補助金です。備考

欄、真ん中の枠、上から３行目、地域介護拠点整備

費補助金２，７４３万１，０００円は、歳出で説明

しました民間老人福祉施設助成事業に対する補助

です。 

 続いて、８１ページをお願いいたします。市債で

す。備考欄、下から４枠目、社会福祉施設整備事業

債の但東健康増進センターの１，０３０万円ですが、

こちらも歳出で説明した但東健康増進センターの

改修工事費に対する過疎債です。 

 歳入は以上です。 

 次に、財産調書です。 

 飛びます。５７６ページをご覧ください。こちら、

出資による権利です。前年度からの増減はありませ

ん。下から８行目の北但社会福祉事業会出資金６５

万５，０００円、その下、兵庫県生きがい創造協会

出捐金１８万円、その下、北但社会福祉事業会出捐

金７６６万４，０００円の３つです。 

 高年介護課からの説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、福祉監査課、橋

本課長。 

○福祉監査課長（橋本 明宏） それでは、当課の分

につきましてご説明を申し上げます。 

 まずは、歳出からご説明いたします。 

 １７５ページをお願いいたします。一番右の備考

欄でご説明いたします。中ほどの人件費の５行目に

ございます非常勤職員報酬ですが、こちらは福祉指

導監査専門員への報酬で、社会福祉法人の会計上の

処理方法について必要な助言を受けた際の報酬１

回分でございます。 

 次に、同じページの下から１１行目となります福

祉事務所費のうち、普通旅費１万５，９４０円、消

耗品費１万８，３０４円を当課から執行しておりま

す。 

 続いて、１７７ページをご覧ください。上から５

行目のＯＡソフト借上料でございますが、こちらは

介護保険システムの利用料で、歳出は以上となりま

す。 

 次に、歳入でございます。 

 ３３ページをご覧ください。上から５つ目の枠で

ございます。介護保険指定申請手数料です。内訳は、

指定申請が４件、更新申請が８件の合計の手数料で

ございます。 

 簡単ですが、福祉監査課からは以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、健康増進課、武

田参事。 

○健康増進課参事（武田 満之） それでは、健康増

進課分の歳出について、主なものを説明いたします

ので、１７９ページをお願いします。備考欄の一番

上、１行目、国民健康保険事業特別会計（直診勘定）

繰出金は、一般会計から資母診療所への繰出金にな

ります。 

 次に、２０３ページをお願いします。備考欄の一

番下から上に５行上がっていただきまして、玄さん

元気教室奨励金ですが、２０２４年度は２０６団体

に奨励金を交付しております。前年度、２０２３年

度の２００団体から６団体増えております。 

 次に、２２５ページをお願いします。備考欄の上

から５行目、保健センター運営費ですが、２０２３

年度に比べ、約１，７００万円の増額となっていま
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す。主な増額の要因ですが、備考欄の真ん中辺り、

業務委託料の健康管理システム導入業務と、その８

行下の庁用備品として、健康管理システムクライア

ント用のパソコン等を購入したためです。これは国

が進めるシステムの標準化に対応し、新たなシステ

ム導入を行うために、これまでから使用してるシス

テムデータを移行、抽出する業務を行ったことと、

標準化に対応できるパソコン機器を購入したもの

です。 

 備考欄一番下から１１行上に上がっていただき

まして、総合健康ゾーン健康増進施設管理費ですが、

２０２３年度に比べ、約７００万円の増額となって

おります。増額になった主な要因ですが、そこから

２行下の光熱水費が約５４７万円増額になったこ

とが大きく影響しております。 

 備考欄一番下、投資委託料の実施設計ですが、２

０２５年度に実施する施設の改修工事の実施設計

料となっております。 

 ２２７ページをお願いします。上から２行目、第

二期運営事業者募集選定アドバイザリー業務です

が、ウェルストーク豊岡の第二期事業者の選定から

契約締結、事業実施に必要となる手続の支援などの

業務を委託しております。 

 次に、２３３ページをお願いします。備考欄の上

から３枠目の７行目、予防接種事業費ですが、定期

の予防接種と新型コロナワクチン、帯状疱疹の予防

接種の関連費用となります。 

 そこから１０行下の業務委託料の抗体検査業務

ですが、風疹ワクチンの定期接種の機会がなかった

方を対象として、２０２３年度に続き、２０２４年

度も風疹抗体検査と予防接種を無料で実施してお

ります。 

 そこから３行下の予防接種健康被害者救済給付

金は、新型コロナウイルスワクチンの接種に対する

１名分の給付金になっております。 

 そこから２行下の国庫負担金返納金は、２０２３

年度の新型コロナウイルスワクチンの予防接種費

用の精算に伴う返納金になります。 

 そこから１行下、国庫補助金返納金は、新型コロ

ナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金と、

緊急風疹抗体検査等事業の精算に伴う返納になり

ます。 

 次に、２３７ページをお願いします。備考欄上か

ら４枠目、公立豊岡病院組合の負担金ですが、２０

２３年度と比較し、約９，４７６万円の増額となっ

ています。これは負担金のうち、公立豊岡病院の分

賦金の増額によるものです。 

 一番下の枠、診療所管理費の整備工事費ですが、

合橋診療所の待合室のエアコンを更新しておりま

す。 

 ２３９ページをお願いします。一番上の枠、３行

目、診療所事業特別会計繰出金ですが、休日急病診

療所、森本診療所、神鍋診療所、高橋診療所、但東

歯科診療所への繰出金になります。 

 歳出は以上でございます。 

 続きまして、歳入のうち主なものを説明いたしま

す。 

 戻っていただきまして、３９ページをお願いしま

す。備考欄の下から４つ目の枠の上から４行目は、

緊急風疹抗体検査等事業費に対する国からの補助

で、国からの２分の１補助となっております。 

 ４９ページをお願いします。備考欄の上から３枠

目の一番下の行、帯状疱疹予防接種事業費補助金は、

帯状疱疹ワクチンの予防接種に係る県からの補助

金になります。１名について２，０００円の補助を

受けております。 

 次に、７３ページをお願いします。備考欄上から

９行目、総合健康ゾーン健康増進施設ですが、光熱

水費、電話料金に対するウェルストーク豊岡の利用

料金であり、運営管理事業者から使用料について負

担をいただいております。 

 健康福祉部の説明は以上です。よろしくお願いし

ます。 

○分科会長（清水  寛） 説明は終わりました。質

疑、意見等はありませんか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 社会福祉課さんの分ですけれ

ども、給付金の支給事業、多分コロナ禍で始まって、
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低所得者とか貧困とかつくと多分社会福祉課さん

が担当して、全員、全世帯ってなったら違うところ

だったと思うんですけれども、そこの、この事業の

負担感ってかなり、もともとの仕事の上に乗っかっ

てて、かなりな負担感じゃないかと思いますが、現

状をお聞かせください。１点目はまず、それです。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 今、義本委員おっし

ゃるとおり、大変しんどい思いをしておると思いま

す。実際、社会福祉課の生活支援係というところで

やっております。生活支援係は生活保護とか、そっ

ち系の、あの業務をしているところでして、議会の

一般質問でもありましたように、ケースワーカー１

人当たりの人数があって、なかなか足り苦しいとこ

ろに、この給付金の事務が毎年のように追加で出て

おりますので、委員おっしゃるとおり、大変、お金

の面では全額国費が入ってくるので、そこに負担感

はないんですけど、いざ人的な面っていいますと、

かなりの負担感があるというのが現状だと思いま

す。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 全国的に、これ、すごく負担

感が大きいということで、多分この給付金事業はや

めてほしいみたいなことで、国に意見書を出したり

とかしてるような、自治体とか議長会とかがされて

たんじゃないのかなと思います。 

 それと、よその自治体なんですけど、もう特定の

課だけに負担するととても負担感が大きいので、や

り方をちょっと工夫されて、もっと広く浅くでやっ

てるような自治体もちらほら、いろんな勉強会で耳

にするんですけれども、今後もまだ続くのかなと思

うんですが、ちょっと特定の課だけ負担するのはど

うなのかなと、ちょっと心配に思っております。お

答えは難しいようであれば、当事者がなかなか言う

のは厳しいかもしれませんが、どうでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 大変お答えにくい質

問なので、ちょっと控えさせていただけたらなと思

います。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） この件はこれでということで。 

 先ほどグループホーム、相生市のほうに入られて

いる方がおられるっていうことだったんですが、こ

れは豊岡市民だけれども、ここで入れないから相生

市のほうに入ったのかということ、この事例に関し

てのことが１点と、それからグループホームがやは

り足りないっていう話は、空いたかなと思ったら、

すぐに希望者がおられたりとかで、なかなか入れな

いんだというような声も聞きますけれども、いかが

でしょうか。２点、教えてください。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） まず、相生市のグル

ープホームに入居されてる方なんですけど、３年ほ

ど前から入居されてます。委員がおっしゃるとおり、

豊岡市に医療的ケアに対応したグループホームが

なかったことから、そのとき相生市のグループホー

ムに、その方についておられる相談支援専門員が探

されて、そこと調整されて、相生市のグループホー

ムに入居されることになりました。 

 それで、豊岡市がそこの補助を出しておるという

のは、障害福祉サービスの支給決定につきましては

居住地特例というのがありまして、例えば豊岡市に

住んでる方が神戸市の施設に入所されたとかグル

ープホームに入所された場合、施設にあるところの

自治体が、そこの給付費を出すとそこの負担ばかり

が増えるので、いわゆる豊岡市から、例えば、今回

でしたら相生に行かれたときには、豊岡市がその方、

支給決定を継続してすることになりまして、そのた

め、その方に対する補助金になりますので、併せて

補助金も豊岡市が交付しているということになっ

ております。 

 あと、グループホームが入居しにくいのか、どう

なのかっていうところなんですけど、障害のグルー

プホームは、基本的な立てつけといたしましては、

訓練の場ということで、そこで、いわゆる生活訓練

とか、身の回りの訓練とかされて、普通のアパート

とかに住むというふうな、いわゆる制度としては通

過点の位置づけなのですが、実際の運用といたしま
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しては、終の住みかみたいな利用のされ方がおりま

して、なかなかそうなってくると、制度としては、

入って卒業してっていう順繰りがベストなんです

が、そうはなっておりませんでして、やっぱり１人

の方が入居されると、その方がずっと住まわれると

いうことで、なかなか新しく希望される方が住みに

くい、空きがないっていうのが現状であります。以

上です。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） ごめんなさい。医療的ケアの

いる方っていうのを、ごめんなさい、聞き漏らして

おりました。 

 居住地特例というのは、住民票は豊岡に置いたま

までという理解でよろしいんでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） そうですね。 

 そういう場合もありまして、障害のサービスの場

合ですね、住民票を移される方も移されない方の場

合もありますけど、基本はその方が豊岡市出身で、

その施設に行かれたっていうことであれば、その居

住元の自治体が支給決定することになります。それ

で、ここ、行かれて、普通のアパートに住まわれる

と、豊岡市は支給決定しなくてよくて、そこの自治

体がする制度となっております。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） ありがとうございます。 

 先ほどのグループホームの一般的なことなんで

すけれども、グループホームは通過点という制度で

できてるもんですよね、もともと。だけれども、そ

の次の受入先としては、民間のアパートとかになる

んでしょうか。それとも、なかなかグループホーム

を出るって障害者の方にとってはすごくハードル

高くて、いろいろな支援があるとはいえ、一回出て

しまって、またグループホームに戻るってことは、

制度上はできないんでしたでしょうか。ごめんなさ

いね、教えてください。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 制度的には、グルー

プホームから出られて、また戻るっていうことは可

能ですし、いわゆる地域定着っていうような形の定

着支援っていう形で、グループホームから普通のア

パートに住まわれると、そういったときに、何か起

こってもいいように、そういった定着の支援があり

ます。そういった定着支援っていうのは、その方が

何かＳＯＳを出したら、２４時間体制で相談に乗っ

てくれるとか、そういう制度もありますけど、委員

おっしゃるとおり、なかなか障害のある方が一般の

アパートに住まわれるっていうのは、いろんなサー

ビスがあるんですけども、難しいというのが現状に

あるかと思います。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） 分かりました。この件は分か

りました。 

 たしかこの前の、何でしたっけ、傍聴に行った会

議。障害者の、何ですか、正式会議名が出てこない

けれど、たしか提言書を今作ってるっていう中で、

グループホームから一旦出るときに、民間のアパー

トではなかなかハードルが高いので、お試しで市営

住宅が使えたらいいなみたいな話題が出てたよう

に思うんでしたけれども、いかがでしたでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 障害者の自立支援協

議会に傍聴来ていただいとったかと思います。それ

で、提言で、今委員おっしゃるとおり、お試し住宅

っていうような形で提言を、まだ提言いただいてま

せんでして、その内容を今、部会のほうでもんでい

ただいて、これから提言をいただくということにな

りますので、また考えていきたいと思います。 

○分科会長（清水  寛） 義本委員。 

○委員（義本みどり） すみません、もう１点教えて

ください。 

 もう一つ、地活のところで、たしか地活の支援を

してると。コロナ禍のときに、ほかの国とか、県と

かのメニューに地活だけは何もなかったので、多分、

市が独自で、苦しい苦しい地活の電気代とかを補助

する名目で始めてくださったように記憶してるん

ですけど、それはまだ今も残ってるんでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 
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○社会福祉課長（梶原 博和） 国の制度で活用して

支援金を交付しておりますので、いわゆる昨年度で

要綱は廃止しております。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

 義本委員。 

○委員（義本みどり） 分かりました。国の制度だっ

たんですね。ありがとうございます。 

○委員（福田 嗣久） １つよろしいですか。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １つ聞かせていただきます。 

 義本委員がおっしゃった、低所得者支援の低所得

者非課税世帯か、あるいは市民税、住民税の非課税、

どうだったかいな、１７７ページか、１７９ページ

で聞かせていただいた、その件ですけども、豊岡市

の住民の世帯数が何ぼあったのか、３万２，０００

か、６，０００か、それぐらいだったような気がす

るんですけども、こういう制度に乗っかかる人いっ

たらどれくらいあるんですか、こっちですか、こっ

ちですか、気になるとこがありまして。 

○分科会長（清水  寛） 梶原課長。 

○社会福祉課長（梶原 博和） 今回の給付金の支給

事業の対象になられた方なんですけど、それぞれの

事業で、７９ページにあります低所得世帯、生活支

援給付金の交付金の対象、こちらの実績なんですが、

２０２４年度の給付実績で、１，３２６世帯に対し

まして１億３，２６０万円交付しております。あと、

児童、１人当たり５万円なんですけど、こちらにつ

きましては、２２１名に対しまして１，１０５万円

交付させていただいております。 

 次の定額減税の補足給付金支給事業の交付につ

きましては、こちら２０２４年度の実績で、１万４，

９３７名で６億２，１１４万円交付させていただい

ております。 

 次の住民税非課税世帯へ生活支援給付金の給付

事業の交付金なんですが、こちらにつきましては、

２０２４年度の実績で、７，０５２世帯、２億１，

１５６万円の交付と、児童につきましては６０２名、

１，２０４万円の交付となっております。 

 次に、１８１ページにある繰越事業のほうの住民

税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費につき

ましては、こちらにつきましては、２０２３年度の

給付実績なんですが、こちらにつきましては、７，

７２２世帯に５億４，０５４万円交付させていただ

きまして、繰り越して、２０２４年度につきまして

は、７６世帯の５３２万円交付させていただいてお

ります。 

 最後の低所得世帯生活支援給付金につきまして

は、こちらも繰り越しておるんですけど、２０２３

年度につきましては事務費のみで交付金のほうは

ありませんでして、２０２４年度の実績につきまし

ては、１，８１０世帯、１億８，１００万円、それ

で児童につきましては１，１２２名の５，６１０万

円交付させていただいとるっていうふうな実績に

なっております。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ありがとうございました。よ

うけ数字言われて、控える間もないんですけれども、

それはいいにして、感覚的には大変多いという気が

して、私は国の制度上、それはもうやむを得んと。

義本さんがおっしゃった、人的負担感ちゅうのは、

これは大変あるんだろうと思いながら、国民、市民

の権利ですから、これはもう対応せざるを得んと思

ってるんですけど、それより先にやっぱしいつも思

うんだ、この低所得世帯、あるいは非課税世帯、結

構多いもんですから、聞いてて。このやっぱ改善は、

この課ではないにしても、非常に気になるとこでご

ざいまして、やはり豊岡市の弱さがこういったこと

に出てるなということを大変強く感じるんです。だ

から、これは市全体の話なんですけれども、やはり、

皆さんには関係ないんですけど、この水準アップを

どうして図るのかということをもっとやっぱし強

烈に考えなあかんなということ。考えてもできるか

できんか分からんで、それは。分からんけれども、

その辺のことを非常に強く感じて、今、住民税非課

税世帯や低所得者という基準の中での話を聞かせ

ていただいたんで、これは全庁的なことになると思

いますけれども、大変危惧するところで、これから

先も危惧していきますので、この辺は、縦筋だけじ
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ゃなくて、横側にも、横串を刺しながら、やっぱし

っかりと対応していただきたいなということを思

っております。 

 それと、これはもうこれで結構ですけれども、も

う一つ、最初に、どこの課だったかな、おっしゃっ

た、高年介護課か何かで、買い物支援コーディネー

ターの４００万円ほどの予算ですけども、これは私

どもの地域、あるいはどこでも大変買物難民が増え

てるということで、いろんな手当をされてるのは理

解してるんだけども、この制度はどんなふうな、も

うちょっと詳しく聞きたいんだけど、どんなふうな

制度運営で広げておられるのか、ちょっと教えてい

ただきたいなと思います。 

○分科会長（清水  寛） 玉島参事。 

○高年介護課参事（玉島 正雄） 先ほどの買い物支

援コーディネーターは、地域おこし協力隊というこ

とで、任期は３年間です。一昨年の、１１月から２

６年の１０月末まで地域おこし協力隊ということ

で、中沢さんという方が、買い物支援ネットワーク

という会議体があるんですけども、そこを中心に活

動していただいておりまして、主には移動販売です

ね、ガンピーさんとか、先ほど委員おっしゃったよ

うな、さとうさん、それからコープこうべさんとか

ローソン、いろいろあるんですけれども、そちらの

ほうと、それから、地域のほうの間に立って、協力

関係を得られるような形で円滑に進めるというよ

うなことの働きをしていただいておりまして、今後

もその活動を広げながら、それから地域のほうで買

物困難というところの意識、機運とか、それからニ

ーズなんかも拾い上げていただいてますので、その

辺りも地域と協力しながら、そこをどういうふうに

進めていこうかというのを、買い物支援ネットワー

クという中で、社協と市と、それから企業が合わさ

って考える会議体がありますので、その中で協業同

して、何ができることがあるか、課題が何であるか

ということを考えながら進めようとしております。

以上です。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ありがとうございます。中沢

さんという方は、地域おこし協力隊で、そういうネ

ットワークを構築されてるということですけど、ど

こへ住んでおられて、さっきおっしゃったガンピー、

ローソン、さとう、その辺ですか、業者さんとかと

すれば、ちょっとその辺りを。 

○分科会長（清水  寛） 玉島参事。 

○高年介護課参事（玉島 正雄） 中沢さんのほうは、

市内のほうに……（発言する者あり）はい、お住ま

いで、もともと京都のほうの方だったんですけれど

も、ちょっと引っ越して来られまして、こちらのほ

うで買物支援の今の取組を行うという中で、今後と

も、３年間という限られた期間ではありますが、そ

の後も豊岡のほうにいたいということで、決意を固

めておられて、今のガンピーさんとか、さとうさん、

コープこうべさん、先ほども言った企業さんあるん

ですけれども、そちらとも結びつきをかなり強くし

とられて、特にローソンさんとかと、奈佐のほうの

関係の買物支援とか、移動販売のほうにも力を入れ

ておられて、あとは、八条地域ですね、八条地域に

コミュニティナースの小泉さんという方がおられ

るんですが、そちらの方とも連携を強めて、そちら

の活動も進めていると、強力に進めているという、

今、お答えになってるかどうか分かりませんけれど、

そういったような状況でございます。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。買物難民でご

ざいますんで、また、よろしくお伝えいただいて、

以上です。 

○分科会長（清水  寛） ほか、ございますか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 僕も買物難民ですけど、それ

はええんですけど、外出支援サービスについてちょ

っと、４，７３０万円でしたか、料金が上がって、

利用者も、市の支出も減ってるわけですけども、こ

れについて健康福祉部さんの評価と、それから今後

もこの傾向で行くのかどうか、予定をお聞きしたい

と思います。 

○分科会長（清水  寛） 玉島参事。 

○高年介護課参事（玉島 正雄） 外出支援サービス
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なんですけれども、委員ご承知のように、令和６年

度から制度のほうは見直しを図っておりまして、先

ほども委員からありましたように、２０２４年度の

助成額のほうは前年度と比べて減少はしておりま

す。しかしながら、本制度の課題としましては、や

はり１人当たりの助成額っていうのにやはり上限

がないというようなこととか、それから制度のやは

り持続可能性というところが課題ということにな

ってますので、その結果、事業費は一旦はちょっと

下がってはいるんですけれども、なお、従前に比べ

まして高いところで推移しているところでござい

ます。このため、昨年度は、区分１の人工透析ご利

用の方の全員にヒアリングを行いまして、必要な見

直しを今現在進めているところでして、市としては、

やはり限られた財源の中で、より重度の方への助成

を行いたいというふうに考えておりまして、こうい

ったような課題感のことも考えながら現在検討し

ているところです。 

 今後、制度を変えていく中で、やはり上限等のこ

とは課題にありますので、そういったことから考え

ますと、全体としての助成額としましては下がって

いく方向になるのかなというふうに考えておりま

す。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 人工透析の方、区分１と、そ

れから要介護４、５のストレッチャーが必要な方の

区分２ですか、それと公共交通困難な方という区分

３とあって、この区分３の方がどの程度申請が認め

られるんかですけど、僕が問題意識持っとる、豊岡

はバス停まで遠い地域が多いと、６５歳以上でバス

停まで歩くのが困難だと。これは介護認定や障害認

定関係なく、それは利用できるんでしょうか、その

辺りは。 

○分科会長（清水  寛） 玉島参事。 

○高年介護課参事（玉島 正雄） この外出支援サー

ビスのほうが制度が改定になってということで、今

回の本会議のほうでも答弁させていただきました

が、介護度によっての区分というのではなくて、身

体状況というところでの判断をさせていただいて

おりますので、一概に介護度が高いからとか、介護

度が低いからといったところの判断にはなってご

ざいませんので、しかしながら、一定の基準という

ところがどうしても出てきますので、そこがちょっ

と線引きがあるところではあると思いますが、介護

度によって区分があるといったところではないと

いうことでございます。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 家とバス停の距離っていうの

は基準に入りますか、どうでしょう。 

○分科会長（清水  寛） 玉島参事。 

○高年介護課参事（玉島 正雄） 身体的な状態とい

うところを見ておりますので、家とバス停の距離と

いうところで具体的に見ているわけではありませ

んので、そこが遠い近いといったところでやってい

るわけではございませんが、見ていく中で、外出の

ほう、頻繁に外に行かれる方かそうでない方という

あたりもちょっと基準の中には入っておりますの

で、ちょっと近い遠いといったところも一つの、包

含されるのかなというふうにも思っております。以

上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） できるだけそういうことも見

てほしいと。バス停が遠くてよう出んという方も見

てほしいということと、料金がやっぱりそれでもね、

区分３、３キロで９００円ですか、使い勝手がええ

料金ではないかなと。もっとやっぱり僕は、引き上

げた後ですけどね、２．２６倍に引き上げられまし

たけど、料金高いなというふうに思いますし、本会

議でも言いましたけど、そういう方が利用できるよ

うに、バス停まで遠い方も利用できるような制度に

充実していってほしいと。だって、高齢化社会なん

で、必要な方はまだ増えてくると思うんでね。免許

返納もしたくてもできんということもありますん

で。今の話では、さらに予算というか、支出はね、

支援は減らしていきたいように取れましたけど、そ

こはどうかなというふうに思いました。 

 それともう一つ、げんきさんのことを言われまし

た。これ、今年の６月議会でして、昨年の決算のと
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こで一言言われましたんで、その後の６月議会後の

訴訟の、何か、動き、どうなっとるか、もし教えて

いただけたら、教えいただきたいですね。 

○分科会長（清水  寛） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） ６月議会以降のげん

きの進展でありますが、委任契約をしております弁

護士からは、８月末に神戸地方裁判所豊岡支部に訴

状を提出したと聞いております。現在は、裁判所が

訴状の中身を確認しているところと思われます。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） もう１点、２週間ほど前です

が、コロナがはやっとると有線で流されたようです

けど、コロナの現状が、もし教えていただけたら、

誰か分かれば、教えていただきたいですけど。 

○分科会長（清水  寛） 分かりますか。 

 澤口参事。 

○健康増進課参事（澤口久美子） 健康福祉事務所の

ほうが毎週月曜日に感染情報のほう更新するんで

すが、まだ、先ほど確認していた状況ではちょっと、

近隣１週間の状況というのはちょっとまだ分から

ない状況ではあるんですが、周りの様子、お話聞か

せていただくと、まだやっぱり少し下がってきてな

い、感染している方のお話はお聞きしますので、ま

だ完全に減少していますっていうことではちょっ

と言い切れないかな、気をつけていっていただいた

ほうがいいかなというふうな状況であるかなとい

うふうに思います。以上です。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございました。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○分科会長（清水  寛） ほか、ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上をもちまして、分科会審査の午前の部を終了

します。（発言する者あり） 

 すみません、和田課長。 

○生活環境課長（和田 哲也） 先ほど福田委員のほ

うからお尋ねがありました第２清掃センターに係

る経費です。まず、点検管理業務につきまして、３

８５万２，２００円。ここからはちょっと詳細な金

額は分からないんですが、水質検査が約５０万円で、

水処理剤が約６０万円、ダイオキシン類の測定で約

３０万円、そのほか電気代等がかかっております。 

○委員（福田 嗣久） なかなかやね。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいです。 

○分科会長（清水  寛） それでは、これで分科会

審査の午前の部を終了します。 

 それでは、当局職員の皆さんは、この後の委員会

審査に関係する生活環境課、国保年金課、高年介護

課、健康増進課を除いて退席していただいて結構で

す。お疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。再開は１１時１０分。 

午前１１時０３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１１時１０分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） それでは、皆さんおそろい

になりましたので、委員会を再開します。 

 第８１号議案、令和６年度豊岡市国民健康保険事

業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 国保・年金課、坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） それでは、第８１

号議案、令和６年度豊岡市国民健康保険事業特別会

計（事業勘定）歳入歳出決算の認定についてご説明

いたします。 

 決算書の４００ページをご覧ください。総括表で

す。（「どこだって」「決算書の４００ページ」「決

算書の４００ページですね」と呼ぶ者あり）４００

ページじゃありませんでした。すみません。３９８

ページでした、すみません。（「何ページだ」と呼

ぶ者あり）４００ほうで、すみません。歳入総額は

８４億８，８２２万１，３０８円、歳出総額は８４

億２，００３万５，７５５円、歳入歳出差引額は６，

８１８万５，５５３円となりました。この残額は翌
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年度へ繰り越します。 

 それでは、令和６年度主要な施策の成果を説明す

る書類によりまして、事業の概要についてご説明い

たします。 

 ３４ページをご覧ください。まず、概要です。２

０２４年度の国民健康保険事業は、豊岡市国民健康

保険運営協議会から答申いただきました基本方針

に基づき事業を運営いたしました。 

 年度平均被保険者数は１万５，１１２人で、前年

度から１，００２人の減少、対前年度比６．２％の

減少となりました。団塊の世代の被保険者が後期高

齢者医療制度へ移行したことや、社会保険加入の要

件緩和などが要因として上げられます。 

 療養給付費と療養費を合わせた医療費総額は６

５億９，４５５万１，０００円で、前年度に対して

３．８％の減少となりました。保険者負担額は４８

億６，４３１万２，０００円で、前年度に対し３．

９％の減少となりました。 

 また、被保険者１人当たりの医療費総額は４３万

６，３７８円で、前年度実績に対し２．５％の増加

となり、保険者負担額では３２万１，８８４円で、

２．５％の増加となりました。これは高額薬剤の投

与等の影響があると見られております。 

 これらのことから、保険給付の状況は、前年度と

の比較で１人当たりの医療費は増嵩してるものの、

被保険者数の減少の割合が大きいため、医療費総額

及び保険者負担額の影響が少なかったものと考え

ております。 

 歳出の主なものとしまして、県へ支払う国民健康

保険事業納付金が２３億９，９６６万７，０００円

で、０．４％の減少となりました。 

 保険事業については、２００８年度から実施して

おります特定健康診査について、計画に沿ってすこ

やか市民健診の集団健診や登録医療機関での個別

健診を実施し、その結果を基に特定保健指導を実施

しました。 

 また、後発医療品、ジェネリック医療品の普及啓

発では、利用差額の通知を例年同様に実施しており

ます。 

 次の３５ページをご覧ください。実績の収支状況

です。２３年度、２４年度の国保特別会計決算額の

収支状況と増減を記載しております。 

 右側の表、増減欄の真ん中当たりの歳入の合計を

ご覧ください。２０２４年度の歳入の決算額は、前

年度に比べ２億５，２００万７，０００円減少しま

した。 

 下の表の歳出の合計をご覧ください。歳出の決算

額では、前年度に比べ２億２，９２９万２，０００

円減少しました。一番下にあります歳入歳出差引き

ですが、前年度に比べ２，２７３万５，０００円の

減額となりました。 

 続きまして、３６ページをご覧ください。保険給

付費等の一般状況についてご説明いたします。２０

２４年度の欄の一番上から４行目です。保険給付費

の医療費総額の受診件数は２５万８，３４０件で、

対前年度比７．７％の減少となりました。その下の

費用額は６５億４，５５７万２，０００円で、対前

年度比４．５％の減少となりました。１件当たりの

医療費は、前年度より８３０円高くなっております。

１人当たりでは７，１８９円高くなっている状況で

ございます。 

 その下の高額療養費につきましては、該当件数が

１万２，７５３件で、費用額が７億９，０９５万２，

０００円となりました。前年度より件数は少し減っ

ておりますが、１人当たりの医療費の高騰の影響を

受け、高額療養費全体の費用額は増加しております。 

 次の出産育児一時金は、支出件数の減少に伴い、

前年度より費用が減少しております。 

 その下の葬祭費につきましては、支給件数の増加

に伴い費用が増加しております。 

 次に、下の枠の国保税現年度分についてです。収

納率は医療分が９５．９％、後期高齢者医療支援金

分が９５．８％、介護納付金分が９４％で、現年度

分合計では９５．７％となりまして、前年と実績よ

り０．５ポイント低い収納状況でございます。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、決算

書の４０２ページから４２５ページに記載してお

りますので、ご清覧ください。 
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 続きまして、決算書の５０６ページをご覧くださ

い。実質収支に関する調書についてご説明いたしま

す。 

 特別会計のうち、国民健康保険事業（事業勘定）

です。実質収支額は６，８１８万５，０００円の黒

字となっておりますが、単年度収支額はマイナス２，

２７３万５，０００円で、実質単年度収支では、国

保税の収納率が想定より下回った対応としまして、

国保財政調整基金を取り崩して補填しております

ため、８，６９９万４，０００円の赤字となってお

ります。 

  説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 先に、最初の総括表みたいな

とこで言われた、差引き６，８００万円繰越しって

言われた、その６，８００万円は繰越しというのは

国保財政調整基金に入るんですかね、そうでないん

ですかね、どうでしょう。 

○委員長（清水  寛） 坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） 財政調整基金に積

み立てます。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ということは、３月の予算が

出たときの財政調整基金の残高に６，８００万円プ

ラスで加わると考えたらいいですか。２億何千万円

だったか覚えてないですけど、国保の財政調整基金、

毎年５，０００万円ずつぐらいしか崩せないと説明

あったじゃないですか、３億円だったかな。そこに

今回繰越金６，８００万円は追加になるということ

でよろしいですか。 

○委員長（清水  寛） 坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） そのとおりでござ

います。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ありがとうございます。国保

税が思ったほど予算入らなくて１，４００万円基金

崩したっていう話でして、これは、先ほどやっぱ福

田委員も言われてた市内経済とか所得の問題が影

響してくるんかなというふうに思いまして、なかな

か税金がそんだけ納めれないいうのは、収入が少な

いからかなというふうに思いました。国保は３年連

続で引き上がっとるんで、基金も使って、できるだ

け引上げをしない方向で検討をお願いしたい。 

 すみません、もう１点質問させてください、終わ

ろうと思いましたけど。毎年、国保運営協議会、１

月、２月でやるじゃないですか。あれが、どうです

か、十分機能してますか。僕は形式的になってない

かということを危惧しています。当局の方はどう思

われてますか。 

○委員長（清水  寛） 答弁願います。どうですか。

（「答えにくいわな」と呼ぶ者あり） 

 坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） ちょっとやり方っ

ていいますか、については検討してるところでござ

います。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） どういう問題意識で検討され

てるか教えてください。 

○委員長（清水  寛） 坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） ちょっと期間が詰

まってるといいますか、一度に、１月にもうまとめ

てやるみたいな形に今なっておりますので、もう少

し期間を空いて、ご審議いただける時間を設けさせ

ていただけるような形にしたいと… というふう

に考えておるところでございます。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。そうですね、

審議の時間も長いほうがええですし、僕頑張って、

去年、２年にわたって意見は言うたんですけども、

ほかの方はほとんど意見もなし、一人か二人言われ

ますかね。それで、もうそこで国保運営協議会の方

針がもう決まりましたと。１回目の会議でもうほぼ

決まりっていうことですよ、あれは、２回目じゃな

くてね。うん、これは、僕からしたら、もうやって

るけど、頑張って話しても、僕の、もちろん発言力

がないんですけど、そういう点は、そこはあれです
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けど、もっとみんなで議論が進むように、中身のあ

る会議にしてほしいなと思ってましたんで、部長、

よろしくお願いします。 

○委員（須山 泰一） 植田部長。 

○市民部長（植田 教夫） 国保運営協議会につきま

しては、過去からもう国保が各市町で単独でやって

るときにはそれなりに大分意味があったかと思い

ます。当然いろんな事業とか、それから国保税率を

定める基本的な諮問機関というふうなことで運営

されていました。ただ、県単位化を見詰める中で、

税率は県の標準税率のほうに少しずつすり合わせ

ていかないといけないというところももあります

ので、今のところはそれについてどういうふうに対

応していくかっていうところをご審議いただいて

るっていうふうな状況でございます。 

 今後、県単位化になっていきますと、今度また役

割がちょっと変わってくるかもしれません。その辺

は十分に先を見据えながら、国保運営協議会のほう

についてもしっかりと対応のほう考えていきたい

というふうに思います。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 自治体によっては、市の一般

会計から繰入れは別にできることだと思うんです

よ。そういうことも含めたこともちょっと話しにく

いなと、あの場では。そういうことを言うんですけ

ど、その国保の基金の枠内の議論にならざるを得ん

面もありますから、それだけでは確かに解決しよう

もない問題もあるんで、そういうとこも僕は問題意

識としてはあるんですが。県一本化いうのが決まっ

てしまってるいうのが本当に難しい、もう難しい問

題にしています。でも、ちょっとでも中身ある会議

になるように検討をお願いしたいと思います。以上

です。 

○委員長（清水  寛） ほか、ございますか。よろ

しいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論ありませんか。よろしいですね。（「なし」

と呼ぶ者あり） 

 討論打ち切ります。 

 お諮りいたします。（「討論していいの」と呼ぶ

者あり） 

○委員（福田 嗣久） いや、この議案だけじゃない

の。 

○委員長（清水  寛） うん、８１号。 

○委員（福田 嗣久） この議案だけ。 

○委員（須山 泰一） 委員会で討論しないっていう。 

○委員（福田 嗣久） いや、それは予算決算、全体

のことだ。 

○委員長（清水  寛） 予算決算。それは分科会の

こと。 

○委員（須山 泰一） なら、討論あります。 

○委員長（清水  寛） なら、須山委員。 

○委員（須山 泰一） ごめんなさい。すみません、

ちょっと委員会、今回から変わると、討論ないと聞

いて誤解しておりました。（「さっき聞いたのに」

「誤解だったら」と呼ぶ者あり）はい、すみません。 

 国保の決算認定に関しては、今、質疑でも述べま

したように、３年連続引上げのただ中の３年目です

か、そういう予算でして、決算ですので、国保引上

げ、国保の被保険者っていうのは、決して豊かでな

いのに一般のサラリーマンの倍以上にもなる保険

料を払わないといけないという状況ですので、でき

るだけこれはもう基金を使って、フルに使って、国

保税の引上げ抑えてほしいと思ってますし、そうい

うことも言ってきました。そういう意味で、決算認

定に反対です。（「決算じゃないで、補正予算だな」

と呼ぶ者あり） 

○委員長（清水  寛） これも決算ですけえ。 

 それでは……（「反対だ」と呼ぶ者あり）今、反

対の声がありましたので。 

○委員（須山 泰一） 賛成、言わなあかんことはな

いで。 

○委員（福田 嗣久） ありがとう。なら、ちょっと

だけ言うとこうか。 

○委員長（清水  寛） 福田委員。 
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○委員（福田 嗣久） 今の件ですけれども、３月定

例会じゃなくて、今おっしゃった国保運営協議会で

協議をされ、そして３月定例会で結審した件でござ

いますんで、この件については賛成という立場を表

明しておきます。 

○委員長（清水  寛） そうしましたら、賛成、反

対の意見がありましたので、挙手により採決をいた

します。 

 本案は、原案のとおり認定すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長（清水  寛） 賛成多数により、第８１号

議案は、原案のとおり認定すべきと決定しました。 

 次に、第８２号議案、令和６年度豊岡市国民健康

保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、武田参事。 

○健康増進課参事（武田 満之） 資母診療所の管理

運営費の決算状況についてご説明いたします。 

 経営の概況につきましては、別冊の令和６年度主

要な施策の成果を説明する書類の３７ページから

３９ページに掲載しておりますので、後ほどご清覧

いただければと思います。 

 それでは、決算書４２７ページをお願いします。

決算の総括ですが、歳入総括７，９３０万４，２４

４円、歳出総額７，２２３万３，９６０円、歳入歳

出差引額７０７万２８４円です。 

 続いて、決算事項別明細書により、歳出で変動の

あった主なものについてご説明いたします。 

 ４３７ページをお願いします。備考欄の真ん中辺

りにある一般管理費ですが、２０２３年度と比較し

て約９８万円の増額となっています。主な要因です

が、備考欄の下から９行目の業務委託料として、電

子カルテ医事システムの改修業務ということで、７

９万８，０００円を支出しているためで、改修によ

りまして、訪問診療と医療扶助について、マイナン

バーカードでの資格確認と電子処方箋に対応でき

るシステムとしております。 

 次に、４３９ページをご覧ください。真ん中辺り

にある医療用機械器具費ですが、２０２３年度と比

較して約８７万円の増額となっています。これは、

在宅で使用する酸素濃縮器などの機器の借上料が

約２７万円増えたことで、医療用備品として血液検

査用器具装置を購入したためです。 

 歳出は以上です。 

 次は、歳入になります。 

 戻っていただいて、４３１ページお願いします。

１款診療収入ですが、２０２３年度と比較して約２

０５万円の減額となっています。これにつきまして

は、診療の人数が年間で９４名減っているというこ

とでございます。外来収入は全体的に減収しており

ますけれども、中でも２目の社会保険診療報酬収入

の減少が大きく、約１１５万円の減収となっており

ます。 

 次に、４３３ページをお願いします。備考欄の上

から３枠目の物価高騰対策一時支援金については、

光熱水費等に係る物価高騰に対する県からの補助

金になります。 

 そこから４枠下になりますが、一般会計から１，

８１６万７，０００円を繰り入れております。 

 次に、実質収支に関する調書の説明をしますので、

５６０ページをお願いいたします。上の表会計別の

欄、左から３列目、国民健康保険事業（直診勘定）

の欄ご覧ください。 

 １、歳入総額です、７，９３０万４，０００円。

２、歳出総額７，２３４万４，０００円。３、歳入

歳出差引額７０７万円。５、実質収支額７０７万円

です。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す
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べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第８２号議案は、原案のとおり認定すべきもの

と決定しました。 

 次に、第８３号議案、令和６年度豊岡市後期高齢

者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定について

を議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 国保・年金課、坪内課長。 

○国保・年金課長（坪内 淳子） それでは、第８３

号議案、令和６年度豊岡市後期高齢者医療事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたしま

す。 

 決算書の４４５ページをご覧ください。総括表で

す。歳入総額は１５億５３５万６６６円、歳出総額

は１４億６，６３８万４，２５９円で、歳入歳出差

引額は３，８９６万６，４０７円となりました。こ

の残額は翌年度へ繰り越します。 

 それでは、事業の概要につきまして、令和６年度

主要な施策の成果を説明する書類で説明いたしま

す。 

 ４０ページをご覧ください。１の概況です。後期

高齢者医療事業は、兵庫県後期高齢者医療広域連合

と連携して実施しております。 

 令和６年度末の被保険者数は１万５，３１１人で、

前年度末から２４７人増加しました。７５歳到達に

よる資格取得などの資格申請や負担限度額以上に

支払った場合の高額療養費の申請など、各種申請等

の受付状況は、資格関係で２，７６０件、給付関係

では５，１００件でした。 

 次に、保険料の徴収につきましては、滞納繰越分

を含む全体の徴収率は前年度とほぼ同じで９９．

４％となっております。現年度分の収納率では、特

別徴収が１００％、普通徴収が９８．９％で、収入

未済額は４２９万円となりました。また、滞納繰越

分につきましては、催告書を送付するとともに納付

相談を行い、滞納解消に努めた結果、収納率で３４．

７％、収入未済額は２４０万５，０００円となりま

した。 

 次に、４１ページをご覧ください。２の実績です。

まず、（１）収支状況についてです。表の決算額の

２０２４年度の欄でご説明いたします。 

 歳入の主なものですが、保険料は１１億１，２０

０万１，０００円で、前年度に比べ１億３，０８１

万４，０００円増加しました。３行目の繰入金、３

億６，０２０万６，０００円につきましては、一般

会計からの事務費繰入金１，６８９万９，０００円、

保険基盤安定繰入金３億２，６３５万３，０００円

及び職員給与費等繰入金１，６９５万４，０００円

の合計金額となります。このうち保険基盤安定繰入

金につきましては、保険料軽減分で県が４分の３、

市が４分の１を負担しますが、県負担分を一般会計

で歳入し、市負担分と合わせて後期高齢者医療特別

会計に繰り出しております。 

 諸収入の主なものは、過年度分保険料の還付金１

１３万３，６１８円です。 

 次に、歳出の主なものですが、総務費３，２５１

万円は、人件費、一般管理費及び徴収事務費です。

その下の後期高齢者医療広域連合納付金１４億３，

１７５万４，０００円は、徴収した保険料や保険基

盤安定繰入金を広域連合に納付するものです。前年

度に比べて１億４，８７２万６，０００円の増額と

なりました。 

 その２行下の諸支出金２１２万円は、過年度分保

険料の還付金１１３万３，６１８円と令和５年度決

算確定による一般会計繰出金等９８万６，３８２円

です。 

 以上、歳入歳出による差引額の３，８９６万７，

０００円を次年度に繰り越します。この金額の内訳

は決算確定による一般会計繰入金の精算金額と出

納閉鎖機関に徴収した保険料ですで、今年度にしか

るべき事務処理を行うこととなります。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、歳入

歳出決算書の４４６ページから４５５ページに記

載しておりますので、ご清覧ください。 

 続きまして、決算書の５６０ページをご覧くださ

い。実質収支に関する調書についてご説明いたしま



 25 

す。特別会計の欄のうちの後期高齢者医療事業です。

実質収支額は３，８９６万７，０００円の黒字で、

単年度収支額及び実質単年度収支では７０２万８，

０００円の黒字となっております。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第８３号議案は、原案のとおり認定すべきもの

と決定しました。（発言する者あり） 

 次に、第８４号議案、令和６年度豊岡市介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 高年介護課、定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 決算書の４５７ペー

ジをご覧ください。令和６年度豊岡市介護保険事業

特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。 

 下段の総括表です。歳入総額は１０３億９，４９

３万７，１９２円、歳出総額は９９億２，３１２万

１，４６８円、歳入歳出差引額は４億７，１８１万

５，７２４円となりました。差引額は翌年度へ繰り

越します。 

 それでは、別冊の令和６年度主要な施策の成果を

説明する書類により事業の概要についてご説明い

たします。 

 ４２ページをご覧ください。概況から説明します。

第９期介護保険事業計画の初年度となります令和

６年度の介護保険事業特別会計ですが、まず、歳入

となる介護保険料は１８億７，５５５万３，０００

円を収納いたしました。収納率は現年度分が９９．

６％、滞納繰越分が８．７％、合計収納率は９８．

２％となり、前年度を０．１％上回りました。 

 また、歳出額の約８６％を占めます保険給付費は

８５億７１４万９，０００円で、対前年度１．４％

の増でしたが、計画額に比べ４．８％の減となって

おります。 

 支出の主なものとしましては、訪問介護、地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護等は計画に

比べ実績が増加しましたが、小規模多機能型居宅介

護等は利用が計画より少なくなっております。理由

としましては、計画しておりました事業所の整備が

遅れたことや、年間を通しますとやはりコロナウイ

ルスが蔓延していた時期もあり、訪問や通所の介護

サービスにおいては利用者が自主的に控えたこと

などが考えられます。 

 次に、１１行目です。高齢者が住み慣れた地域で

できる限り自立して暮らし続けるため、介護予防や

日常生活支援に取り組む地域支援事業を平成１８

年度から実施しており、令和６年度は合計で５億８，

６９６万３，０００円を支出しました。内訳としま

しては、要支援認定者等に対する予防給付基準サー

ビス及び支え合いサービスや玄さん元気教室等な

どの介護予防教室の普及等を行います介護予防・日

常生活支援総合事業に３億６，３４９万６，０００

円、地域包括支援センターの運営、生活支援体制の

整備、在宅医療・介護連携の推進、認知症に対する

総合的な取組等を行う包括的支援事業、任意事業に

１億９，９５２万３，０００円、その他、市単独事

業に２，３９４万４，０００円となっております。 

 ただいま説明しました内容は、４３ページから４

４ページに記載をしております２の実績に基づい

て説明をしております。 

 続きまして、４４ページの真ん中の表をご覧くだ

さい。介護保険料につきましては、先ほど説明しま

したので省略をさせていただきますが、一番最後の

行、２０２４年度の減免はありませんでした。 

 なお、決算の年度別事項別明細書につきましては、

決算書の４６２ページから４９７ページに記載を

されておりますので、後ほどご清覧ください。 
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 続いて、決算書の５６０ページをご覧ください。

実質収支に関する調書についてご説明をいたしま

す。介護保険事業の欄、区分５、実質収支額は、区

分３の歳入歳出差引額と同額の４億７，１８１万６，

０００円でありました。 

 最後に基金についてご説明いたします。同じく決

算書の５７９ページをご覧ください。下から４行目

上です。介護保険給付費準備基金ですが、一番右の

欄の決算年度末現在高は、前年度に比べて１，４８

８万４，０００円増の９億１，８５４万５，０００

円です。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 少し前に社協さんと運協委員

会で懇談させてもらったんですけど、たしか人件費

が５０パーから８０パーに市から支援増やしてい

ただいたけど、もっと増やしてほしいということを

言われてましたけど、そのお金っていうのはこの介

護保険の特別会計は関係しておりますか。 

○委員長（清水  寛） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 関係はしておりませ

ん。 

○委員（須山 泰一） してないか。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） そうですか。そこら辺の仕組

みがもう一つ分からないのは質問しにくいとこな

んですけど、介護保険事業と地域支援事業だったか

何か、社協さん、二本柱でされてますよね。介護保

険事業のほうにはこっちの基金がしてますか。 

○委員長（清水  寛） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 社協さんのほうにと

いうことですか。 

○委員（須山 泰一） 向こうが委託してる関係じゃ

ないですか、基金でやってもらっとるではないんで

すか。 

○委員長（清水  寛） 定元課長。 

○高年介護課長（定元 秀之） 今、社協さんには包

括のほうで委託をしており委託料の支払いをして

おります。介護保険会計ですので、その中には基金

は含まれておりますが、あくまでも社協の事業に基

金という、特別なことではないということです。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。社協さん言わ

れるように、経営、社協も厳しくて、市からもっと

支援、しっかり補助を出してほしいって言われるの

は聞いててもっともだと思っております。よく懇談

はされてると思いますけど、高齢化社会の中で大事

なところにお金をよく、たくさん充ててほしいと思

っております。以上です。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○委員長（清水  寛） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切り

ます。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第８４号議案は、原案のとおり認定すべきもの

と決定しました。 

 次に、第８５号議案、令和６年度豊岡市診療所事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 健康増進課、武田参事。 

○健康増進課参事（武田 満之） 休日急病診療所、

森本診療所、神鍋診療所、高橋診療所、但東歯科診

療所の５つの診療所の管理運営費の決算状況につ

いて説明いたします。 

 各診療所の経営の概況につきましては、主要な施

策の成果を説明する書類の４５ページから５３ペ
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ージに掲載しておりますので、後ほどご清覧をいた

だきたいと思います。 

 それでは、決算書で主な内容についてご説明いた

します。 

 決算書の４９９ページをお願いします。決算の総

括ですが、歳入総額３億８４４万５，５５５円、歳

出総額２億８，６５３万２，９７２円、歳入歳出差

引額２，１９１万２，５８３円です。 

 次に、歳出について変動にあったものなど、主な

項目について事項別明細書によりご説明しますの

で、５１７ページをお願いします。 

 備考欄の上から４枠目、１１行目、休日診療所の

一般管理ですが、２０２３年度と比較すると約１１

６万円の増額となっています。この主な要因は、国

民健康保険特別会計でも説明いたしましたように、

業務委託料として電子カルテ維持システムの改修

業務を行ったためです。 

 次に、５１９ページをお願いします。備考欄の上

から４枠目、真ん中辺り、森本診療所の一般管理費

ですが、２０２３年度と比較すると約１５０万円の

増額となっております。こちらの要因につきまして

も、電子カルテ維持システムの改修費用と、包括管

理となりました維持管理委託料が増額によるもの

です。 

 ５２１ページをお願いします。医業費につきまし

ても、２０２３年度と比較すると２９５万円の増額

となっていますが、これは、医療用備品として解析

付心電計と血液検査用器具装置を購入したもので

す。 

 次に、５２３ページをお願いします。備考欄の上

から１７行目、ちょうど真ん中辺り、神鍋診療所の

一般管理費になりますが、これも他の診療所と同様

に電子カルテ維持システムの改修等により、一般管

理費が２０２３年度と比較しまして約１１６万円

増加しております。 

 次に、５２５ページをお願いします。神鍋診療所

の医業費の医療用備品になりますが、薬剤用保冷庫、

血液検査用器具装置、胸部エックス線画像病変検出

システムを購入しております。 

 次に、５２７ページをお願いします。高橋診療所

の一般管理費ですが、他の診療所と同様に、電子カ

ルテ維持システムの改修を行っております。ページ

一番下の行、医業費の医療用備品になりますが、調

剤用電子てんびん、たんぱく質分析装置、血液検査

用器具装置を購入しております。 

 ５２９ページをお願いします。ページ真ん中辺り

にある但東歯科診療所の一般管理費については、診

察業務委託料の増額により、２０２３年度と比較し

て約６３万円の増額、医業費につきましては、歯科

技工業務の委託料の増額により８５万円増額して

おります。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入ですが、戻っていただいて、５０５ペ

ージをお願いします。１款休日急病診療所収入の１

項診療収入ですが、２０２３年度と比較して約７３

５万円の減額となっております。２０２３年度は新

型コロナウイルス感染症、インフルエンザが流行し

ましたが、２０２４年度は少し落ち着いたために、

患者数が年間で２５０人減ったことが減額の要因

となっております。 

 備考欄の下から９枠目、物価高騰対策一時支援金

は、物価高騰に対する県からの補助金が３万円あり

ます。これにつきましては、他の診療所も同様に歳

入としております。 

 そこから３枠下、一般会計繰入金ですが、１，２

１１万５，０００円を繰り入れています。 

 そこから３枠下の真ん中の行、医療提供体制設備

整備交付金はオンライン資格確認に必要な機械整

備に対する交付金で、社会保険診療報酬支払基金か

ら交付金になります。 

 ページの一番下から２枠上、２款森本診療所収入、

１項診療収入になりますが、２０２３年度と比較し

て約１９２万円の増額となりました。 

 ２０７ページをお願いします。備考欄、一番下か

ら９枠目ですが、医療施設等設備整備費補助金は、

医療用備品に対する県からの補助金で、基準額の２

分の１が補助金になっております。 

 そこから４枠下、一般会計繰入金ですが、３，１
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３１万１，０００円を繰り入れております。 

 次に、５０９ページをお願いします。３款神鍋診

療所収入、１項診療収入ですが、２０２３年度と比

較して約９９１万円の減額となりました。備考欄、

一番下から２枠目ですが、医療施設等設備整備費補

助金は、医療用備品に対する県からの補助金になっ

ております。 

 ５１１ページ、備考欄の上から３枠目、一般会計

繰入金ですが、２，３１１万９，０００円を繰り入

れております。 

 ４款高橋診療所収入、１項診療収入ですが、２０

２３年度と比較して約１８０万円の減額となって

おります。 

 ５１３ページをお願いします。備考欄の一番上か

ら３枠目、医療施設等設備整備費補助金は、たんぱ

く質分解装置に対する県からの補助金で、基準額の

２分の１が補助金になっております。 

 そこから４枠下、一般会計繰入金ですが、３，３

３８万１，０００円を繰り入れております。 

 ページ一番下から上へ６枠目です。５款但東歯科

診療所、１項診療収入ですが、２０２３年度と比較

して約１８８万円の増額となっております。 

 ５１５ページをお願いします。ページの上から５

枠目、僻地診療所運営費補助金は、診療所運営費に

対する県からの補助金で、基準額の３分の２が補助

金になっております。 

 そこから３枠下、一般会計繰入金ですが、２９２

万１，０００円を繰り入れております。 

 次に、実質収支に関する調書の説明をしますので、

５６１ページをお願いします。そのページの１列目、

診療所事業です。１、歳入総額、３億８４４万６，

０００円、２、歳出総額、２億８，６５３万３，０

００円、３、歳入歳出差引額、２，１９１万３，０

００円、５、実質収支額、２，１９１万３，０００

円です。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明終わりました。 

 質疑はありませんか。 

○委員（福田 嗣久） １つよろしいか。 

○委員長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今の市立診療所の件で、但東

歯科診療所ですけども、１か月、２か月予約埋まっ

ちゃって、非常に難儀しとんなるんで、もう一つ椅

子を増やしてあげてや、何とか。以上です。（発言

する者あり）椅子を増やしたら待っとくわって言っ

とられるわ。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。何か答弁

ありますか。 

○委員（福田 嗣久） 答弁ありますか。 

○委員長（清水  寛） 宮野課長。 

○健康増進課長（宮野 千晶） 但東歯科診療所の現

状っていうのは伺っておりますので、今考えられる

案というのをまた検討していきたいなと思ってま

すので、ちょっと今のところはその辺りで答弁とさ

せていただきたいと思います。以上です。 

○委員（福田 嗣久） よろしくご検討ください。 

○委員長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（福田 嗣久） はい。 

○委員長（清水  寛） ほか、ございませんか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。 

 よって、第８５号議案は、原案のとおり認定すべ

きものと決定しました。 

 次に、第８６号議案、令和６年度豊岡市霊苑事業

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を求めます。 

 生活環境課、小崎参事。 

○生活環境課参事（小崎 新子） 第８６号議案、令

和６年度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてご説明いたします。 

 決算書の５３３ページをご覧ください。歳入総額
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１，４０２万１，８６８円に対し、歳出総額８７３

万６，５０７円で、差引き５２８万５，３６１円と

なり、同額を翌年度へ繰り越すこととなりました。 

 ５３７ページをご覧ください。歳入になりますが、

備考欄、上から４つ目の枠、新たに申し込みいただ

いた方から頂く永代使用料は５３８万８，０００円

で、西霊苑は件数が３件で２２６万８，０００円、

東霊苑が４件で３１２万円となりました。 

 続きまして、事業の概要を説明いたしますので、

別冊の主要な施策の成果を説明する書類の５４ペ

ージをご覧ください。 

 ２の実績をお願いします。まず、西霊苑は、総区

画数が１，３１１ありまして、年度中に返還が１７

区画、新規許可が３区画で、令和６年度末では使用

許可区画が１，１９６、未使用区画が１１５となり

ました。東霊苑は、総区画数が３２３、年度中に返

還が１区画、新規許可が４区画で、令和６年度末で

は使用許可区画が１４６、未使用区画が１７７とな

りました。 

 ３の主な工事ですが、西霊苑で、受水槽のボール

タップの修繕、擁壁修繕を２か所、下側駐車場にあ

る水くみ場の水栓の取替えを行っています。 

 次に、（２）の霊苑整備基金ですが、令和６年度

には４８２万２，０００円を積み立て、年度末残高

は６，７３３万４，２２７円となっています。 

 なお、歳入歳出決算事項別明細につきましては決

算書の５３６ページから５３９ページに、基金の状

況については５７９ページにそれぞれ記載してお

りますので、ご清覧いただければと思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（清水  寛） 説明は終わりました。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 討論打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認めます。よっ

て、第８６号議案は、原案のとおり認定すべきもの

と決定しました。 

 以上で午前の部の審査を終了します。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから何

かありましたらご発言をお願いいたします。ないよ

うですね。 

 それでは、当局職員の皆さんは退席していただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 委員会を暫時休憩します。再開は午後１時。 

午後０時０２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後０時５６分 分科会開会 

○分科会長（清水  寛） それでは、定刻より少し

早いのですけども、皆さんおそろいになりましたの

で、分科会を再開いたします。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、要点を押さえ、簡潔、明瞭に行

うなど、スムーズな議事進行にご協力をお願いいた

します。 

 なお、分科会での発言は、分科会長の指名の後、

マイクを使用して、課名と名字を名のってから行っ

ていただきますようお願いいたします。 

 それでは、第８０号議案、令和６年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明は、部ごとに組織順の課単位で、一気

に説明をお願いします。歳出、続いて所管に係る歳

入、財産調書の順でお願いします。質疑は説明が終

わった後、部ごとに一括して行います。 

 審査時間に限りがありますので、所管事項を逐一

説明するのではなく、新規事業や平年と比較して変

化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。なお、説明の際、該当のページを委員が

開いたか確認をしながら、説明をお願いいたします。 

 初めに、こども未来部所管分について説明をお願

いします。 
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 こども未来課、若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） それでは、早速で

すが、決算書２０７ページをお願いします。上から

８行目、児童福祉総務費になります。その真ん中辺

り、業務委託料、こども計画策定業務で１，０５１

万２，７００円になります。これは、２０２５年の

３月末でこども計画を策定しましたが、アンケート

調査やその分析を含めた費用の一式、それから計画

策定支援に係る業務委託料となっております。 

 次に、２０９ページになります。下３分の１辺り、

市民交流広場及びこども広場管理費６，０５９万４，

４５０円になります。この費用は、アイティ４階の

市施設の管理費として共益費や駐車場の負担金、そ

れから市民交流広場とこども広場の指定管理料に

なっております。２０２３年度決算と比較しまして

約６９７万９，０００円の増額となっております。

主な増額理由については２つあります。同じ２０９

ページ、下から５行目、指定管理料２，１７８万５，

０００円となっていますが、昨年度と比較しまして

６７７万２，０００円の増加となっております。指

定管理料の増額については、適正な安全管理のため

の人件費や維持管理費の増加、それから実績に応じ

た収入見込額を考慮して設定していたものです。 

 それから、同じページの下から８行目、業務委託

料８５万１，４００円です。これらの費用が増加し

ております。この業務委託料８５万１，４００円は、

アイティの４階と７階の一部の子育て支援総合拠

点施設について、施設のコンセプトや、それから注

意事項を表示する看板、それから利用者の動線を踏

まえて施設の統一感を考慮した表示案内を設置し

たものとなっております。 

 次に、決算書２１１ページです。下から６行目、

子育て世帯生活応援商品券支給事業費２８５万５，

６６３円になります。これは国の物価高騰対応重点

支援交付金を活用した事業でして、今年２０２５年

の３月末に環境経済課が行ってますプレミアム商

品券の枠組みを利用して、子育て世帯へ配布した商

品券の郵送料となっております。子育て家庭６，１

７９世帯、子供１万９４９人分を送付しているもの

です。なお、その下の人件費（繰越明許分）、それ

から２１３ページです。上から６行目、子育て世帯

生活応援ギフト券支給事業費（繰越明許分）につい

ては、２０２４年の３月末に配布しましたギフトカ

ードのほうにつきまして、２０２４年４月以降に必

要となった費用となっておりまして、人件費の一部、

それから郵便局から宛先不明ということで戻って

きたギフト券を再度郵送した費用になっておりま

す。 

 それから、決算書２３３ページ、上から３枠目に

なります。予防接種事業費３億７，０９０万９，４

００円のうち、こども未来課分については１億６，

７３４万４，３０１円となっております。２０２３

年度の決算までは、予防接種の予算執行については

全て健康増進課のほうで執行していたんですけれ

ども、２０２４年度から、こども未来課のほうで乳

幼児期の予防接種、それから子宮頸がんのキャッチ

アップの接種の事務を行っています。こども未来課

の執行分で大きなものについては、医療機関に納入

するワクチン代や医療機関への業務委託料となっ

ています。 

 次に、歳入です。 

 決算書３８ページになります。上から４枠目、母

子保健衛生費国庫補助金７３４万４，０００円です。

このうち２２６万６，０００円については、健康管

理システムの標準化対応の対応に合わせて、こども

未来課のほうで利用しているパソコンやバーコー

ドの備品、それからシステムのリース料に係る費用

について国の補助を受けたものです。支出のほうは

健康増進課で一括執行していますので、その費用に

充当しているものです。 

 それから、決算書６３ページになります。真ん中

辺り、地域振興基金繰入金６億４，０６２万円にな

ります。このうち５，９７５万５，０００円を市民

交流広場及びこども広場管理費に、それから６００

万円を母子保健事業費に充当しております。 

 それから、最後です。決算書７９ページ、一番下

のほうの精算金になります。下から２行目、子育て

世帯生活応援ギフト券精算金５５７万８，１４８円
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です。先ほど歳出の際に説明しましたが、２０２４

年の３月末に送付して、利用期限が２０２４年１２

月末であったギフトカードの未使用分について歳

入しているものです。発行が１億１，３４７万円に

対しまして、利用が１億７８９万１，８５２円とな

りましたので、その差額をそのまま精算金として受

領したものになります。 

 こども未来課からは以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、こども支援課、

吉本部次長。 

○こども未来部次長（吉本  努） 私からは、こど

も支援課分についてご説明をさせていただきます。 

 まず、歳出です。 

 ２０７ページをご覧ください。２０７ページの真

ん中より少し下辺りになります。児童扶養手当給付

事業費２億５，５４０万１，７０７円になります。

児童扶養手当は、児童を養育しておりますひとり親

家庭の生活の安定と自立を助けるために手当を支

給する制度となっております。昨年度に比べまして、

約１３０万円ほど増額という形になっております

が、これは所得に応じて全部支給者とか一部支給者

ございますが、全部支給者の割合が若干高くなった

ということで１３０万円増というような形になっ

ております。 

 続いて、２０９ページをご覧ください。２０９ペ

ージのこれも真ん中辺りになります。子どもの貧困

対策推進事業費８万円でございます。これは、子ど

も食堂の運営に対して補助をするもので、２０２４

年度につきましては３団体に対して補助金を交付

いたしております。 

 続きまして、少し飛びますが、３３７ページをご

覧ください。３３７ページのこれも真ん中辺りです。

こども支援センター運営事業費１８１万８，９１４

円です。このうち備品購入費ということで６３万３，

６００円です。こちらの分はふれあいルームという

場所がございまして、そちらのほうに学習用の個別

ブースを設置したことに伴います備品購入費でご

ざいます。 

 続いて、歳入になります。 

 ３５ページをご覧ください。３５ページの真ん中

辺り、母子生活支援施設措置費負担金、その下の児

童扶養手当給付費負担金、こちらがこども支援課分

となります。これは当該事業に係る国の負担金とい

う形になります。 

 続いて、３７ページをご覧ください。３７ページ

の一番下の枠の１行目、母子家庭等対策総合支援事

業費補助金、こちらのほうから、かなりこども支援

課分の補助金いっぱいありますが、こちらのほうは

全て当該事業に係る国の補助金というふうな形に

なりますのでご清覧をいただければと思います。 

 続きまして、４７ページをご覧ください。４７ペ

ージの下の枠の７行目、子どもを守る地域ネットワ

ーク機能強化事業費補助金、こちらから、下から３

つ目、子育て短期支援事業費補助金。 

 続いて、４９ページの上の枠の５行目、子育て世

帯訪問支援事業費補助金、その下の利用者支援事業

費補助金、こちらのほうが当該事業に係ります県の

補助金という形になりますので、金額のほうご清覧

をいただければと思います。 

 以上で、こども支援課分の説明は終わります。 

 こども未来部の説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） こども未来部の説明は終

わりました。 

 質疑、意見等ありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） ２点聞きます。１つは、この

２５年３月に終わった子育て世帯向けの商品券は、

プレミアム付商品券も９９．８％前回は使用された

いうことで、こういうのも使用率は高いんでしょう

けど、たしか６月議会のときが６９％っていうこと

でした。今議会でそれは聞いてないなと思ったんで、

もし、今もまだ途中ですけど、進捗状況、変化があ

ったら教えてください。 

 それと、２つ目が、今、児童扶養手当、ひとり親

世帯に対してだって言われましたし、母子家庭の支

援というのもありましたけど、母子家庭ってどの程

度をあるのかなと、そういうふうに思いまして、も

し分かれば教えていただきたい。その２点です。 
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○分科会長（清水  寛） 若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） 子育て応援商品券

の利用状況なんですけれども、８月３１日現在で９

１．９６％になっています。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 吉本部次長。 

○こども未来部次長（吉本  努） 母子家庭という

定義をどうするのかということがありますけれど

も、この直近というか３月末に、実際にこの児童扶

養手当を支給した世帯でいくと４９９世帯という

形になります。それでそちらのほうでご参考にいた

だければというふうに思います。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 全体でどれぐらいあるんでし

たか。４９９いうのは何割ぐらいになるか分かりま

すか。 

○分科会長（清水  寛） 吉本部次長。 

○こども未来部次長（吉本  努） 母子家庭等が全

体で何世帯ということは把握いたしておりません。

児童扶養手当を申請をいただく中で把握してる実

際の支給世帯が４９９世帯という形になります。中

には申請をされても所得制限によって支給がされ

ない家庭がもございますので、全体の世帯数はつか

んでおりませんけども、実際支給したのが４９９世

帯ということでご認識いただければと思います。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。 

 さっき子供の数１万人という、以前の商品券かな、

６，７９０世帯、１万９００人というような数字も

あったんで、子供は１万人超えとるんかなと。それ

で支給は所得が多いところは、それでも申請しても

もらえんいうことだったら正確な数字は分からな

いですけどね。非常に母子家庭は働きながら子供を

育てて大変だということを本当によく聞きますん

で、そういうとこの支援は手厚くしてほしいと思い

ます。以上です。 

○分科会長（清水  寛） ほかありますか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 少し聞かせてください。 

 ２０９ページで説明いただいたこども広場の件

ですけども、指定管理料が少し上がっておりまして、

全体では６９７万円っておっしゃったかな。この指

定管理料と駐車場費と共益費は、全てアイティ都市

開発株式会社にいくんでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） おっしゃるとおり、

豊岡都市開発株式会社に支払っています。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） それで子供さん楽しんで遊ん

でると思いますけども、どうかな、利用者数は昨年

度と決算ですけれども、ある程度コロナ禍から伸び

てますんか、その辺はどうですか。 

○分科会長（清水  寛） 若森課長。 

○こども未来課長（若森和歌子） 実は、８月末で昨

年度６，１２０名の利用があったんですけれども、

今年の８月で６，８２４と、かなり８月については

暑い時期だったので増えているとこです。それから、

２０２４年度が４万７，９４２人の利用者数があり

ました。その１年前の２０２３年度は４万３０２人

になっていますので、徐々に増えてきているかなと

いう印象を受けております。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。昨対比で１５％

以上増えているようですし、８月取ってみても、ど

うだろう、１割以上増えてるような話でしたんで、

了解しました。ありがとうございます。 

○分科会長（清水  寛） ほかありますか。いいで

すか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 次に、観光文化部所管分について説明をお願いし

ます。 

 文化・スポーツ振興課、原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三） 私からは、

文化・スポーツ振興課のうちスポーツ関係の主なも

のについて説明をさせていただきます。 

 まず、歳出でございます。 

 ３８３ページをお開きください。上から８行目辺

りです。学校開放事業費というところの中に、業務
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委託料、整備工事費等がございます。前年度と比較

しまして大きな増加となってございますが、整備工

事費といたしまして、八条小学校の夜間照明をＬＥ

Ｄ化するという工事で活用させていただいており

ます。比較的に八条小学校は利用者が多いというこ

とで、昨年は五荘小で今年は八条小というような形

で整備をさせていただいています。 

 続きまして、３８５ページでございます。豊岡総

合体育館の管理費というものでございます。ちょう

ど上から６行目辺りですが、２０２３年度に比べて

大きく減となってございます。これは２０２３年度

に長寿命化改修工事をさせていただいたというよ

うなことがございましたので、大きく金額は変わっ

てございます。その一方で２０２４年度につきまし

ては、リニューアルイベントというようなことで、

地元兵庫のＶリーグのヴィクトリーナ姫路を招聘

して、バレーボール教室や公開練習会などを行いま

した。また、９月には男子バスケットボールのＢリ

ーグに所属する神戸ストークス主催によるプレシ

ーズンマッチも行われてございます。 

 続きまして、３８７ページでございます。備考欄

の上から３枠目の最初のところに、豊岡市民グラウ

ンドの管理費というのがございます。その枠の７行

目に補修工事費ということで１，１９０万円がござ

います。こちらにつきましては、但馬唯一の第４種

公認陸上競技場ということで、豊岡総合スポーツセ

ンターに競技場がございますが、この公認期間が９

月の２３日で満了するため、公認継続に向けての所

要の整備を行ったものでございまして、２０２４年

度につきましては、前払金分のでございます。 

 なお、改修工事の内容ですが、ルール改正に伴う

跳躍助走路幅の改修、それから走路の舗装修繕、そ

の他として、棒高跳びの突箱、グラウンドのウレタ

ン洗浄、縁石の整備、防護マット等の購入がござい

ます。この更新によって、２０２５年の５月１日か

ら２０３０年の４月３０日までが、公認期間という

ことになります。ちなみに、２０２５年度につきま

しては、検定用の器具、やり検査器など７品目、そ

の他、円盤、ハンマーなどを整備することとしてお

ります。 

 同じく３８７ページでございます。出石グラウン

ドの管理費です。こちらにつきましては、２０２３

年度と比較しましたら大きく増加をしております。

テニスコートの補修工事費でございます。１９７３

年に整備された出石総合スポーツセンターテニス

コートですので、経年劣化が進んでいたために、人

工芝の貼り替え修繕と照明のＬＥＤ化工事を行っ

てございます。この整備には公的債を活用してござ

います。 

 続きまして、３８９ページでございます。ちょう

ど真ん中ぐらいのところには神鍋野外スポーツ公

園管理費というのがございます。こちらも大きく増

加していますが、こちらにつきましては、但馬ドー

ム前の、皆さん、環境発見遊具というのをご存じだ

と思うんですけども、木製の遊具でございますが、

こちらも１９９８年に整備をしたんですけども、当

時に比べて現在の安全基準が厳しくなっているこ

と、あと、そもそも老朽化していることもあり、公

共施設整備基金を活用させていただいて、修繕をさ

せていただいております。 

 歳出のほうは以上でございます。 

 続いて、歳入になります。 

 ６３ページをお開きください。真ん中より少し下

になります。公共施設整備基金繰入金がございます。

こちらの金額のうちスポーツ関係として、先ほど説

明させていただきました神鍋野外スポーツ公園の

環境発見遊具の修繕に活用させていただきました。 

 続きまして、７７ページでございます。２つ目の

項目と３つ目の項目。事業助成金がございます。こ

ちらスポーツ振興くじ助成金が１，６９５万６，０

００円ございます。これは先ほど説明いたしました

八条小学校の夜間照明に１，６００万円、それから、

総合体育館のほうに柔道用畳を整備いたしまして、

こちらのほうが９５万６，０００円というようなこ

とが内訳になってございます。 

 続きまして、８７ページでございます。３枠目に

保健体育施設整備事業債がございます。豊岡市民グ

ラウンドの４種公認更新工事の２０２４年度分と
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しまして１，０７０万円、それから、出石グラウン

ドのテニスコートの人工芝の関係、照明の関係で２，

７４０万円、それから、八条小学校の夜間照明に８

１０万円が充てられてございます。 

 文化・スポーツ振興課のうちスポーツ関係につき

ましては以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、福井参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（福井 孝道） 私から

は、文化芸術分についてご説明させていただきます。

城崎国際アートセンター文化財室については、後ほ

ど各参事よりご説明させていただきます。 

 それでは、１４３ページをご覧ください。１４３

ページ、下から９行目から１４５ページの上段にか

けてです。子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭

開催事業費、いわゆるおんぷの祭典です。昨年度は、

第１０回記念として規模を拡大し、５月２８日から

６月２日までの６日間、市内小・中学校への訪問コ

ンサート、街角コンサート、稽古堂イブニングコン

サート、子供たちのためのコンサートなどを実施し、

延べ３，４４２名の方に世界の音楽を楽しんでいた

だきました。事業委託料として９００万円を支出し

ております。また、この祭典の取組に共感された各

国の駐日大使、大使夫人等で構成される女声合唱団

の皆さんが来訪され、市内中学校において交流事業

等を行うことになりました。その関係経費として実

行委員会に補助金を交付をしております。補助金額

は７６万８，６２１円となっております。 

 続きまして、同じ１４５ページの上から９行目を

ご覧ください。文化芸術創造交流事業費です。小学

校２年生を対象にした子供参加型演劇「サンタクロ

ース会議」小学校６年生を対象にした狂言鑑賞教室

を実施し、事業委託料等を支出しております。また、

市内の文化芸術事業一体的にお知らせする豊岡ア

ートシーズン２０２４を年２回発行いたしました。 

 続きまして、３５３ページをご覧ください。下か

ら１４行目、市展事業費です。第７５回豊岡市美術

展に係る経費です。会期は１０月の３１日から１１

月４日で開催しました。総出品数は２，５２１点、

リニューアルした総合体育館で開催しまして、来場

者数は８，０４２名でした。入賞者へのトロフィー、

賞状、目録印刷、会場借り上げのほか、会場の設営

等の業務委託料が主な経費となっております。また、

展示パネルの修繕も行っております。 

 続きまして、３５５ページをお開きください。３

５５ページの１３行目の文化振興費です。中ほどに

あります業務委託料の測量業務として６６万５，５

００円を支出しております。こちら民間へ売却する

方向で準備を進めております城崎収蔵庫、旧城崎給

食センターですが、そちらの敷地境界測量を委託し

たのでございます。 

 続きまして、３６９ページをお開きください。中

ほどにあります市民会館等自主事業費です。業務委

託料として１，４３４万６，５３１円を支出してお

ります。昨年度は、ＮＨＫのど自慢、ＴＯＹＯＯＫ

Ａ ＭＵＳＩＣ ＤＡＹ、ケロポンズファミリーコ

ンサートなど９本の自主事業を実施しました。 

 続きまして、３７５ページをご覧ください。中ほ

どにあります美術館事業費です。昨年度は学芸員が

不在であったため、予定していた企画展が開催でき

なかったことから、事業費は例年より減となってお

ります。代替企画としまして「成田壽郎回顧展」を

開催しました。なお、学芸員につきましては、本年

１月から配置をいたしております。 

 続きまして、歳入です。 

 ４１ページをご覧ください。上から６つ目の枠の

一番下の行、国庫補助金、社会教育補助金ですが、

こちら文化芸術振興費補助金につきましては、おん

ぷの祭典、サンタクロース会議、永楽館狂言鑑賞教

室など、市で行っている文化芸術交流事業への文化

庁からの補助金で、金額は１，３０７万３，０００

円となっております。 

 最後に、財産に関する調書です。５７９ページを

ご覧ください。上から６つ目です。美術館「伊藤清

永記念館」管理基金です。増額分の１，０００円は

預金利子のみです。 

 以上で私からの説明を終わります。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、小川参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（小川 一昭） 城崎国
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際アートセンター関係の主な歳出について説明い

たします。 

 １０７ページ中ほどより少し上をご覧ください。

人件費は城崎国際アートセンターの施設清掃員１

名分の人件費です。 

 １１１ページ中ほどより少し上をご覧ください。

城崎国際アートセンター管理費（繰越明許分）は、

消防用自家発電設備の更新費用です。施設内の重量

棚移設作業手数料１７万４，２４０円、工事監理業

務費８０万３，０００円、更新工事費２，９０４万

９，９００円を支出しています。 

 １４７ページ、下から７行目をご覧ください。城

崎国際アートセンター事業費は、アーティスト・イ

ン・レジデンス事業を中心とした事業実施に係る費

用です。レジデンス事業に係る経費や文化庁補助対

象である業務委託費などです。主なものといたしま

しては、１４９ページ、業務委託料のアーティス

ト・イン・レジデンス支援業務３３０万円、アート

マネジメント業務１，３０７万８，０００円、舞台

芸術活用集落活性化業務４４４万９，９８４円など

です。 

 次に、主な歳入について説明いたします。 

 ３７ページ、上から３行目をご覧ください。文化

庁よりアーティスト・イン・レジデンス型地域協働

支援事業費補助金として３３３万６，０００円の補

助を受けました。 

 ４１ページ中ほどをご覧ください。文化庁の文化

芸術振興費補助金のうち２３５万円が城崎国際ア

ートセンター分です。 

 同ページ、２枠下をご覧ください。デジタル田園

都市国家構想交付金の地方創生推進タイプのうち

７０３万９，０００円が城崎国際アートセンター分

で、城崎国際アートセンター事業費に充当していま

す。 

 ６３ページ中ほどをご覧ください。地域振興基金

繰入金のうち２，９００万円が城崎国際アートセン

ター分で、城崎国際アートセンター管理費に１，０

００万円、城崎国際アートセンター事業費に１，９

００万円を充当しています。 

 ８１ページ、上から６枠目の一番下をご覧くださ

い。城崎国際アートセンター整備事業債の繰越明許

分は、消防用自家発電設備の更新費用として３，０

００万円を城崎国際アートセンター管理費に充当

しています。 

 説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、武縄参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（武縄 真明） 私から

は文化財室分について説明させていただきます。主

な事業といたしましては、文化財保護事業費、埋蔵

文化財の発掘調査事業費、歴史博物館の管理費及び

事業費について説明させていただきます。 

 それでは、歳出をお願いします。 

 ３５９ページ中ほどをご覧ください。文化財保護

事業費中の補助金３９７万５，７００円のうち、県

指定文化財の隆国寺障壁画の修繕に２９０万３，０

００円の補助金交付を行いました。これは３か年事

業の初年度となっております。 

 続きまして、同ページ中ほど、先ほどの補助金の

次の事業をご覧ください。埋蔵文化財発掘調査事業

費です。民間の分譲宅地の造成に伴う発掘調査事業、

但馬国分寺跡の遺構確認のための調査、また、公共

事業の事前に行う試掘調査などの経費でございま

す。 

 続きまして、３７１ページ、上から９行目になり

ます。歴史博物館管理費です。中ほどの下のほうに

特別収蔵庫、第一収蔵庫の空調設備修繕を行いまし

た。補修工事費として５７５万１，９００円を執行

しております。 

 続きまして、３７３ページの一番下の枠をご覧く

ださい。歴史博物館事業費です。市立歴史博物館で

は、年１回の特別展と３回の企画展を行い、主な企

画展では秋に有子山築城４５０年に合わせ「但馬山

名氏と山名四天王」を開催しました。また、夏の親

子を主に対象とした特別展として、尼崎信用金庫の

協力をいただき「大貯金箱展」を開催しております。 

 続きまして、歳入についてご説明させていただき

ます。 

 戻りまして、８７ページをご覧ください。上から
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２枠目でございます。社会教育施設整備事業債の歴

史博物館分となります。先ほどの収蔵庫の空調設備

修繕のうち、設計及び工事費に対して９０％の充当

率で５４０万円を充てるものでございます。 

 文化・スポーツ振興課からは以上となります。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、新文化会館整備

推進室、村田室長。 

○新文化会館整備推進室長（村田 一紀） 私からは、

新文化会館整備について説明させていただきます。 

 それでは、歳出について、３７９ページをご覧く

ださい。備考欄の上から３升目、新文化会館整備事

業費です。その升の１０行目です。投資委託料につ

きましては、建設予定地の土壌対策として取り除い

た土砂を最終処分場へ搬入した処分量の確定測量

を７７万円で行っております。 

 次に、業務委託料でございます。整備した後、施

設の管理運営計画といたしまして策定業務を４９

６万６，５００円、建設工事費の時点修正による積

算業務を２９万４，８００円、合計５２６万１，３

００円を支出いたしております。 

 続いて、中ほど、新文化会館整備事業費の繰越明

許分について説明をさせていただきます。投資委託

料２９９万２，０００円は、建設予定地の土壌対策

に関する法令手続の管理業務で１５７万４，１００

円と、搬出いたしました最終処分場内の適正管理業

務を１４１万７，９００円で行いました。 

 続いて、その下、整備工事費の１億２，２００万

９，７００円は、建設予定地の土壌対策として１億

１，８０８万３，８００円の工事を、また、入札不

調等によりまして、建設工事着工まで相当の期間を

要すると当時想定をいたしたことから、予定地の一

時整地といたしまして３９２万５，９００円で工事

施工を行っております。 

 続いて、歳入について説明をさせていただきます。 

 ８７ページをご覧ください。市債でございます。

備考欄の上から２升目、新文化会館整備事業債（繰

越明許分）です。歳出で繰越明許分を説明をさせて

いただきました。投資委託料と整備工事費を対象と

いたしまして、１億１，２５０万円を充当をさせて

いただいております。 

 推進室からは以上です。 

 これで観光文化部の説明を終わらせていただき

ます。 

○分科会長（清水  寛） それでは、観光文化部の

説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。 

 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） スポーツ振興課さんにちょっ

とお聞きしたいんですが、３７５ページの美術館事

業費のことです。説明でもありましたけど、１月か

ら学芸員が雇用できて、いろいろと今後できるんじ

ゃないかみたいなことをお話しされてましたが、こ

の学芸員さんというのは正規雇用ですか、それとも

会計年度任用職員さんですか、まず、それを教えて

ください。 

○分科会長（清水  寛） 福井参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（福井 孝道） 学芸員

ですけども会計年度任用職員です。 

○分科会長（清水  寛） 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） 美術館はずっと学芸員不足で

悩んでたと思うんですけど、ここをやはり会計年度

任用職員さんではなく正職の職員さんでやってい

くというような考えはございますか。 

○分科会長（清水  寛） 福井参事。 

○文化・スポーツ振興課参事（福井 孝道） おっし

ゃいますように学芸員って特殊な仕事といいます

か、美術館においては必要な人材というところがあ

りますので、我々としても正規職員というところっ

ていうのは望まれるところかなというふうに思っ

てますけれども、従来から学芸員につきましては会

計年度任用職員でずっとこれまできておりました

ので、今のところは会計年度任用職員での体制とい

うことで進めていくということで考えております。 

○分科会長（清水  寛） 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） 多分前任者の会計年度任用職

員さん、学芸員は、たしか近隣の市町の正職さんに

なられて辞められたと思うんです。という経緯があ

りますので、やっぱりどうしても美術館には必要な
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職種の方だと思いますので、予算の関係とかいろい

ろとあると思いますけど、今後はできましたら、正

職で長期間雇えるような形にしていただけたらと

思うんですが、部長、どうでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 太田垣部長。 

○観光文化部長（太田垣健二） 学芸員に限らず、会

計年度任用職員は本来そこは正規職員であるべき

じゃないのかっていうのは全庁的な議論もいろい

ろあるところでございます。全体的な一方では行革

では２４名正規職員減らせとか、そういった状況ご

ざいますので、確かに安定的な雇用という意味では

正規職員にこしたことはないんですけど、その辺は

全体のバランスを私が考える立場ではございませ

んけど、現下としては、できればやっぱり正規職員

でという思いはありますけど、その辺はちょっと担

当部局と調整しながら考えてまいりたいと思いま

す。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 森垣委員。 

○委員（森垣 康平） ぜひ、その方向で働きかけて

ください。よろしくお願いします。以上です。 

○分科会長（清水  寛） ほかありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） １点教えてください。小学校

の夜間照明ですが、昨年五荘小で今年は八条小とい

うふうに言われまして、僕、全然知らないんで教え

ていただきたい、ほかの小学校はどういう状況でし

ょうか。 

○分科会長（清水  寛） 原田課長。 

○文化・スポーツ振興課長（原田 泰三）前の年は日

高小学校を整備しております。地域事情等か分かり

ませんが、夜間照明のない地域もありますが、おお

むね、ここ最近では利用者が比較的多くて、まだＬ

ＥＤ化されてないというところをずっと整備して

きております。出石地域には学校に夜間照明があり

ませんが、それ以外につきましては、ほぼあるので

はないかというふうな認識でございます。以上です。 

○委員（須山 泰一） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○分科会長（清水  寛） よろしいですか。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○分科会長（清水  寛） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 次に、教育委員会所管分について説明をお願いし

ます。 

 教育総務課、川崎課長。 

○教育総務課長（川崎 智朗） それでは、教育総務

課分について、主なものをご説明いたします。 

 初めに、歳出でございます。 

 １０５ページをご覧ください。財産管理費でござ

います。備考欄の下から２行目、旧中竹野小学校の

解体工事費として１，８８４万５，２００円を支出

しております。 

 次に、２１７ページをご覧ください。備考欄の真

ん中やや下、保育所等管理費の補修工事費２，９８

１万円は、西保育園の空調機器を更新したものでご

ざいます。 

 次に、３３９ページをご覧ください。備考欄の一

番上の枠の下から６行目、小中一貫校整備事業費３

億７，２５３万８，５００円は、竹野学園の整備に

係るものでございます。 

 次に、３４３ページをご覧ください。備考欄の一

番上の枠、上から１４行目、小学校の学校施設管理

費の投資委託料、測量調査６６６万７，１００円は、

竹野小学校閉校後の跡地利活用に向けて、境界画定、

測量等の業務を委託したものでございます。 

 その３行下、業務委託料のＧＩＧＡスクール運営

支援センター運営業務５６４万４，２７６円は、児

童１人１台端末の円滑な利用を支援するためのサ

ポート体制について業務委託したものでございま

す。 

 その８行下の事業用備品でございます。２，４２

３万２，４０５円のうち１，６９４万円は校務用の

パソコン１１５台ほかを更新したものでございま

す。 

 次に、３４５ページをご覧ください。備考欄の上

から３枠目、小学校の学校施設整備事業費７，０１
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７万１，２００円は、三江小学校特別教室棟等の大

規模改修工事に係るものでございます。 

 次に、３４７ページをご覧ください。備考欄の真

ん中やや下、中学校の学校施設管理費の業務委託料、

ＧＩＧＡスクール運営支援センター運営業務２２

０万８，６２４円は、小学校同様、生徒１人１台端

末の円滑な利用を支援するためのサポート体制に

ついて業務委託したものでございます。 

 次に、３４９ページをご覧ください。備考欄の下

から４枠目、中学校の学校施設整備事業費の明許繰

越し分１億９，７９６万４００円は、中学校８校の

屋内運動場の空調設備設置に係るものでございま

す。 

 次に、３９１ページをご覧ください。備考欄一番

上の枠の下から１２行目、給食センター管理費の業

務委託料、学校給食調理等業務２億１，８７９万１，

１００円は、３つの学校給食センターの調理等業務

の委託料でございます。おおむね大きなトラブルも

なく、順調に業務を行っていただいております。 

 次に、３９３ページをご覧ください。備考欄一番

上の枠、賄用需用費の賄い材料費でございます。物

価高騰の影響を受けて、学校給食の食材料費も高騰

いたしました。これまでどおりの栄養バランスや量

を保った給食が提供できるよう、２０２５年１月か

ら３月までの間、１食当たりの食材料費を小学校で

９円、中学校で１１円増額をいたしました。その増

額分につきましては、保護者の負担抑制のため、地

方創生臨時交付金を活用し、公費負担をしておりま

す。 

 歳出は以上です。 

 次に、歳入でございます。 

 ４１ページをご覧ください。国庫補助金でござい

ます。備考欄の上から３枠目、学校施設環境改善交

付金６，３０６万５，０００円及び公立学校施設整

備費負担金８，２０７万８，０００円は、竹野学園

の整備に係る交付金及び負担金でございます。 

 その下の枠の下から３行目、学校施設環境改善交

付金９４０万９，０００円は、三江小学校特別教室

棟の大規模改修に係る交付金でございます。 

 その下、公立学校情報機器活用支援体制整備費補

助金１８８万１，０００円と、その下の枠の上から

４行目の、同じく公立学校情報機器活用支援体制整

備費補助金７３万６，０００円は、それぞれ小学校、

中学校のＧＩＧＡスクール運営支援センター運営

業務に係る補助金でございます。５年間限定の補助

金でございまして、２０２４年度が補助の最終年度

となっております。 

 なお、ＧＩＧＡスクール運営支援センターについ

ては、引き続き業務委託していく予定でございます。 

 次に、５９ページをご覧ください。寄附金でござ

います。備考欄の下から６枠目、児童福祉事業費寄

附金１００万円は、子育て支援のためとして民間企

業１社から寄附をいただいたものでございます。 

 ２枠下の奨学基金寄附金５００万円は、奨学金の

ためとして民間企業１社から寄附をいただいたも

のでございます。 

 その下の教育総務費寄附金１００万円は、子供た

ちのためにと民間企業１社から寄附をいただいた

ものでございます。 

 次に、６３ページをご覧ください。基金繰入金で

ございます。備考欄の下から９枠目、公共施設整備

基金繰入金１億１４６万４，１３０円のうち２，０

００万円は旧中竹野小学校解体工事に係る繰入金

でございます。 

 次に、８１ページをご覧ください。市債でござい

ます。備考欄の下から３枠目、児童福祉施設整備事

業債２，６８０万円は、西保育園の空調設備改修に

係るこども・子育て支援事業債でございます。 

 次に、８５ページをご覧ください。備考欄の一番

下の枠、公立小学校整備事業債でございます。三江

小学校分は、特別教室棟の大規模改修工事に係る学

校教育施設等整備事業債と公共施設等適正管理推

進事業債でございます。竹野小学校分は竹野学園の

整備のうち低学年棟の増築に係る過疎債でござい

ます。 

 次に、８７ページをご覧ください。備考欄の一番

上の枠、公立中学校整備事業債でございます。竹野

学園の整備のうち既存中学校棟の改修、体育館への
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空調設備整備に係る過疎債でございます。 

 その下、公立中学校整備事業債の明許繰越分は、

中学校の屋内運動場の空調設備設置に係る緊急防

災・減災事業債でございます。 

 次に、財産に関する調書でございます。５６４、

５６５ページをご覧ください。まず、土地でござい

ます。上から４枠目の学校でございます。２０２３

年度末で閉校園となりました寺坂幼稚園、寺坂小学

校、日高幼稚園につきまして、寺坂幼稚園、寺坂小

学校については普通財産に所管替、日高幼稚園につ

いては放課後児童クラブ施設として所属替を行っ

ております。 

 次に、建物でございます。５６６、５６７ページ

をご覧ください。上から４枠目の学校でございます。

土地と同様に２０２３年度末で閉校園となりまし

た寺坂幼稚園、寺坂小学校、日高幼稚園につきまし

て、寺坂幼稚園、寺坂小学校については普通財産に

所管替、日高幼稚園については放課後児童クラブ施

設として所属替を行っております。 

 最後に、基金の状況でございます。５７９ページ

をご覧ください。教育総務課は３つの基金を有して

おります。１つ目は、真ん中辺りの交通遺児奨学基

金でございます。年度末残高は２，４３４万２，０

００円でございます。２つ目は、３つ下の奨学基金

でございます。年度末残高は２億６，４８３万１，

０００円でございます。３つ目は、その２つ下、学

校教育施設整備基金でございます。年度末残高は２，

９２１万５，０００円でございます。 

 教育総務課分の説明は以上でございます。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、教育総務課、旭

参事。 

○教育総務課参事（旭  和則） 私からは、旧社会

教育課が所管しておりました事業の主な決算につ

いてご説明をいたします。まず、３５５ページをお

願いいたします。備考欄上の大きい枠、上から９行

目、障害者学習事業費でございます。運営団体に委

託いたしまして、障害者の社会自立を目指した学習

機会を提供しております。事業委託料として視覚障

害者を対象とする青い鳥学級に２７万６，０００円、

身体知的障害者を対象とするくすの木学校に６９

万８，０００円を交付しております。くすの木学校

におきましては、令和６年度に、これまで５０年に

わたる活動に対しまして、障害者の学習支援活動に

係る文部科学大臣表彰、功労者表彰を受賞いたしま

した。今後とも活動を支援してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、３６１ページをお願いいたします。

備考欄下の大きい枠、上から３行目、青少年健全育

成事業費です。そこから５行下、補助金３８７万円

は、豊岡市子ども会連絡協議会と豊岡市子どもと心

でつながる市民運動推進協議会への補助金でござ

います。内訳は記載のとおりでございます。 

 続きまして、３６３ページをお願いいたします。

一番下の行の図書館管理費でございます。 

 続きまして、３６５ページのほうに移っていただ

けますでしょうか。上から１５行目、投資委託料８

１６万３，１００円は、今年度に予定しております

図書館本館の長寿命化改修工事に係る実施設計の

委託料でございます。そこから８行下、補修工事費

３４５万９，５００円は、図書館本館の空調の不具

合によります機器の修繕工事に支出したものでご

ざいます。 

 同じく３６５ページ、少し下がっていただきまし

て、図書整備事業費でございます。そこから４行下

のデータ使用料２２０万８，２１５円、その下のク

ラウド使用料の６６万円は、電子書籍の利用に係る

費用として支出したものでございます。電子書籍は

令和５年度に小学校５、６年生、中学生を対象に利

用を開始いたしました。令和６年５月からは一般に

対象を拡大しております。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ６８ページをお願いいたします。雑入でございま

す。６９ページに移っていただきまして、説明欄、

上から４行目の広告料、ホームページ５７万９，０

００円のうち１６万５，０００円を図書館のホーム

ページに広告を掲載した企業から収入をしており

ます。 

 続いて、８７ページをご覧ください。備考欄、上
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から２つ目の枠、市債、社会教育債の社会教育施設

整備事業債は、先ほど歳出でもご説明いたしました

とおり、今年度に予定しております図書館本館長寿

命化改修工事に係る実施設計の委託料、同じく図書

館本館において、早急に修繕が必要な空調設備改修

工事に係る費用として１，０４０万円を充当してお

ります。 

 私からの説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、学校教育課、寺

坂課長。 

○学校教育課長（寺坂 浩司） 学校教育課所管分に

ついて主なものを説明いたします。 

 まず、歳出について説明します。 

 １５３ページをご覧ください。下から２つ目の事

業になります。非認知能力向上対策事業費です。令

和５年度は、全小学校の１年生と実施を希望する８

校の小学校２年生で取り組みました。令和６年度に

つきましては、全校の小学校１年生と２年生に拡大

しました。事業拡大等により令和５年度と比較して

約１００万円の増額となっています。 

 続いて、３３３ページをご覧ください。上から６

行目、事務局費の業務委託料です。校務支援システ

ム整備業務３６４万６，２２５円のうち、３３０万

６，２２５円について、校務支援システムが稼働す

るサーバーのＯＳのサポート期間が令和６年度中

に終了することに伴い、新しいＯＳに更新した業務

委託料になります。 

 続きまして、３３５ページをご覧ください。上段

の枠の中ほど、教育研修センター管理費です。消耗

品費４，００４万６，６７４円のうち３，９７３万

７，９５９円は、令和６年度から小学校で使用する

教科書が改定されることに伴い、教師用の教科書と

指導書を購入したものです。 

 その下の枠、学校振興費につきまして、まず、１

行目の人件費につきまして、自分のクラスに入りづ

らい児童生徒の学校内の居場所として設置してい

ます校内サポートルームに令和６年度から県の補

助事業を活用して支援員を配置しました。この人件

費が含まれています。令和６年度につきましては、

中学校全校、小学校４校に支援員を配置しました。 

 その下、中ほどの学校振興事業費、令和６年度か

らモデル校での学校プールの外部利用を開始しま

した。８校を対象とした事業費として、水泳授業委

託料８６４万４，５１３円、その下、バス借上料５

５３万８，７７３円のうち１２９万３，６００円を

学校とプール施設の移動のためのバス借上料とし

て執行しました。 

 続きまして、３３９ページをご覧ください。上の

枠、スクールバス運行管理費です。燃料費及び人件

費の高騰、また、福住小学校の統合に伴う対象地域

の拡大等もあり、令和５年度と比較して約１，８５

０万円増の１億３３２万７，５７５円を通学バス運

行管理業務委託料として執行しました。その２行下、

事業用備品１，２８７万円は、竹野スクールバスと

して運行している車両を更新したものです。 

 その下の枠、特別支援教育費の人件費です。会計

年度任用職員報酬の中に特別支援教育支援員に係

る人件費が含まれています。子供の数が減少する中、

特別な支援を要する児童生徒が増えており、この状

況に対応するため、令和６年度は特別支援教育支援

員を４名増員いたしました。 

 続きまして、歳入について説明します。 

 ５１ページをご覧ください。下から６つ目の枠、

教育総務費補助の一番下になります。校内サポート

ルーム支援員配置事業費補助金６５１万７，０００

円は、歳出でご説明した校内サポートルーム支援員

配置に係る県の補助金です。 

 続きまして、８５ページをご覧ください。下から

２つ目の枠、教育総務債です。スクールバス整備事

業債の竹野地域スクールバス１，２８０万円は、歳

出のスクールバス運行管理費でご説明した竹野の

車両更新に係るものです。 

 私からの説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 続いて、幼児育成課、向

原課長。 

○幼児育成課長（向原 芳江） 私からは、幼児育成

課所管分について説明いたします。 

 まず、歳出です。 
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 ２１３ページをご覧ください。中ほどの放課後児

童健全育成事業費の下から３行目、物価高騰対策支

援金３４万円です。こちらは、令和５年度に引き続

き、県が創設しました光熱費等の物価高騰対策支援

金として、民間の放課後児童クラブ３施設に対して

給付したものです。補助率は県の１０分の１０とな

っております。 

 次に、同じく２１３ページ、下から２行目、放課

後児童クラブ整備事業費２，５８９万５，１００円

です。次の２１５ページに続きますが、閉園しまし

た日高幼稚園を放課後児童クラブの専用施設とす

るための改修工事、トイレの改修、空調設備の更新

の管理業務として１１７万７，０００円、その改修

工事の整備工事費として２，４７１万８，１００円

を支出しております。 

 次に、同じく２１５ページの中ほど、私立保育園

等振興事業費の５行目、物価高騰対策事業費１１０

万９，２７７円です。こちらは国の交付金を利用し

まして、物価高騰の影響を受けている保育所等の給

食提供に係る食材料費を支援するため、物価上昇分

として１月から３月まで４％相当分を私立の保育

所等に補助したものです。 

 続いて、その下、認可保育所等運営支援事業費１

億３，０３７万４，２８６円です。こちらは私立園

での保育の質の維持、向上と保育士等を安定して継

続的に雇用するための人件費に対し支援を行うこ

と及び市単独補助金制度の事務手続の迅速化及び

効率化のため、２０２４年度から、それ以前にあっ

た複数の補助金の内容を見直し１つにした補助金

になっております。 

 続いて、その２行下の物価高騰対策支援金４１１

万円、こちらは先ほども児童クラブのところで説明

しました県が創出した光熱費等の物価高騰対策支

援金として私立の保育所等に対して給付したもの

です。 

 次に、２１９ページをご覧ください。上から７行

目の児童保育運営事業費の事業用備品５４７万７

４０円のうち、八条認定こども園の保育システムの

タブレットの更新で２３５万５，４３０円、八条認

定こども園のＰＨＳ電話機システムの導入で１９

３万６，０００円を支出しております。 

 次に、歳入です。 

 ３７ページをご覧ください。下の枠、民生費国庫

補助金、児童福祉費補助金の４行目、放課後児童健

全育成事業費補助金から１１行目の保育士等研修

事業費補助金まで、また、下から４行目の子どもの

ための教育・保育給付交付金から、その３行下の保

育体制強化事業費補助金まで、次の３９ページの１

行目の子育てのための施設等利用給付交付金、２行

飛んで、子ども・子育て支援施設整備交付金、１行

飛んで、保育所等性被害防止対策設備費等支援事業

費補助金までが幼児育成課分となります。これらは、

子育て支援に関する各種事業に対する国の補助金

となっております。その中で３９ページの上から４

行目、子ども・子育て支援施設整備交付金８１３万

円は、放課後児童クラブの整備工事に係る国の補助

金となっております。 

 次に、４７ページをご覧ください。下の枠、民生

費県補助金、児童福祉費補助金の１行目の延長保育

促進事業費補助金から、５行目の一時預かり事業費

補助金まで、同じく４７ページの下から６行目の認

定こども園特別支援教育・保育事業費補助金、その

下の実費徴収に係る補足給付事業費補助金、１行飛

びまして、保育体制強化事業費補助金から、次の４

９ページの上から４行目の保育施設等一時支援補

助金までが幼児育成課分となります。これらは、子

育て支援に関する各種事業に対する県の補助金と

なっております。その中で、４９ページの上から３

行目、放課後児童クラブ整備事業費補助金８１３万

円は、放課後児童クラブの整備工事に係る県の補助

金となっております。 

 その下の保育施設等一時支援補助金４５８万５，

０００円は、物価高騰対策支援金に対する県の補助

金となっております。 

 次に、財産に関する調書です。５６４ページから

５６７ページをご覧ください。行政財産、土地、建

物に関する調書の公共用財産のうち幼児育成課分

では、先ほど教育総務課のほうでも説明されました
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が、学校、日高幼稚園をそれぞれその他の施設、日

高放課後児童クラブに区分変更しております。また、

その他の施設、五荘第２放課後児童クラブにつきま

しては、地籍調査による地積更正をしております。 

 教育委員会の説明は以上です。 

○分科会長（清水  寛） 教育委員会の説明は終わ

りました。 

 質疑、意見等はありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 竹野の中学校の件で説明いた

だきました新竹野学園ですか、それで過疎債と緊急

防災・減災事業債というふうに説明されましたけど、

この理由はあれですか、こういう仕分してあるのは

どういう理由からですか。 

 それともう一つ、どちらが市にとっては得なのか

な思って聞いとったんだけども。 

○分科会長（清水  寛） 川崎課長。 

○教育総務課長（川崎 智朗） 過疎債はやはり交付

税措置率が７０％というふうなことがあって、特に

有利だということで多分これを採用されたと思い

ます。 

○委員（福田 嗣久） 緊急防災は。 

○教育総務課長（川崎 智朗） 緊急防災は、これも

交付税措置率７０％というふうなことを聞いてお

りますので、財政のほうと協議した中で、こういっ

た結果になっているということです。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

それと、もう一つそれに関連して、学校教育で来週

からですか、竹野小中一貫校がスタートするのは、

１月からですか。施設として両方一緒になってスタ

ートするのは。 

○分科会長（清水  寛） 谷口課長。 

○教育施設課長（谷口 祥規） １月１日から小中一

貫として開設されることになってます。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） それで、常に心配するんです

けども、今、小学生と中学生がどれくらいかなと思

うところですけど、１００人と８０人ぐらいかな、

それはそれとして、それぐらいじゃないかなと思う

とこですけども、これまた１０年たったらぐっと減

少するんだろうなという気がするんです。５年、１

０年ぐらいで。そうであるならば、この小中一貫校

にする流れの中で、これは今の竹野学園だけじゃな

くて、次の準備の関係あるんですけれども、よほど

気合を入れていかんと、また同じようにかなり減少

していく中で、小中一貫校として値打ちがなくなっ

ては困るんで、その辺のお考えは、教育委員会の中

で多少考えておられるんですか、人口減少も考えな

がらですけれども。難しいですか。 

 まず、先に、今の小・中学校の児童数は。 

○分科会長（清水  寛） 寺坂課長。 

○学校教育課長（寺坂 浩司） 現時点では、前期課

程が総計が１３１、後期課程が総計６７です。ちょ

っと変動があるかもしれませんし、直近の。先ほど

のご質問、ちょっと関係するかも分からないんです

けども、まず、これから実際スタートをして間もな

い段階、これから本格的にというところですので、

まず、魅力ある教育課程をつくり上げていきたい。

新聞報道等でもありましたけども、竹野ならではと

いうか、竹野でしかできないような教育課程を編成

するということを最重点で取り組みまして、今後ど

うされていくかというところは分からないところ

もあるんですけど、そういう取組をしております。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今私が申し上げたように、５

年、１０年でまた大変わりしていくという危惧もし

ておりますんで、そういう意味合いも含めて、特色

がある負けない学校づくりっちゅうのは、どこの学

校も肝要になってくるんですけれども、その辺をも

ちろん教育長も交えた話だと思いますけれども、し

っかりと協議をしていっていただきながら、今の竹

野学園だけじゃなくて、次に控える学校もあります

んで、その辺に生かせるようにしっかりと考えてい

ただきたいなということをこれ、お願いをしておき

ます。 

 それともう一つ、さっきの図書館の整備のことに

ついて聞かせていただきましたけれども、図書館の



 43 

ほうが非常に僕も思うんですけれども、駐車場が少

ないわな。この辺は想定はされてへんのですか。長

寿命化や空調や言われましたけれども。 

○分科会長（清水  寛） 旭参事。 

○教育総務課参事（旭  和則） 駐車場の拡張とい

うことでございます。委員ご承知のとおり、市街地

にございますので、なかなか駐車場を広げるという

ことがなかなか今難しい状態でございます。多い場

合は、ただ夏休みとかは豊小の駐車場をお借りした

りですとか、あとは、ご案内させていただいてるの

は、少し遠くなるんですけれども、市役所のこの北

駐車場をご利用いただくようにご案内はさせてい

ただいております。なかなかご指摘いただいている

とおり、駐車場不足というのは課題とは認識してる

んですけれども、なかなかそこの改善までは少し至

ってないのが現状でございます。ですので、今回の

整備工事とは駐車場は切り離して考えております。

以上です。 

○分科会長（清水  寛） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。 

 ちょこちょこ駐車場の利用できないちゅう話を

聞きますんで、確かにおっしゃるように市街地にあ

って限られた状況ですけれども、できるだけ策とし

ては考えていっていただきたいなというのと、これ

は要望だけしておきます。 

○分科会長（清水  寛） 川崎課長。 

○教育総務課長（川崎 智朗） すみません、先ほど

福田委員の起債の関係です。ちょっと私、抜かして

おりましたので、追加で説明させていただきます。

過疎債につきましては充当率が１００％で、緊急防

災・減災につきましても充当率が１００％となって

おりますので、ほかの起債よりも有利だと。 

○委員（福田 嗣久） なるほど、了解しました。 

○分科会長（清水  寛） ほかございませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 学校給食のことについて、給

食費のことについてお伺いします。大変な物価高騰

ですけど、今、本市は前回国からの交付金が出たと

きだったか、保護者負担を減らしたと、それを４年

かけて元に戻すという途中だと思うんですけど、そ

もそも保護者負担減らしたときは、あれは物価高騰

が原因ではなかったかと思うんですけど、今大変な

物価高騰で、何とか支援をっていうような考え方は、

そういう検討や議論はないですか、どうでしょうか。 

○分科会長（清水  寛） 本庄参事。 

○教育総務課参事（本庄  昇） ただいま、現時点

で具体的に検討している内容はないですけども、食

材料費の設定については、物価高騰に合わせて今後

とも上げていくように考えたいと思っております。

以上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） その分を市がもちろん今まで

以上に支出が多くなっとる思いますけど、保護者の

方側も物価高騰で大変な思いをしてると、そこへの

支援の制度っていうのも本来考えるべきだと思う

んです。国が無償化をどうなっていくんかはちょっ

と僕も分からないですけど、そういう方向にかじを

切ろうという話もある中なんで、そうなってから突

然豊岡も国に合わせるっていうよりも、そういう方

向で動いてほしいと思っております。 

 それともう一つですけど、図書館のことですけど、

図書館、夏場はクールスポットとしても利用されま

すよね。本当にただ読書のためだけに使わないとい

けないというようなところではない公共施設だと

思っていますけど、以前、図書館の電源利用、コン

セントがついてるのに、それを使うことが禁止とさ

れてる問題を何とか改善できないかといった後、担

当課から、県下のほかの図書館ではどうなってるか

調べたら、使えるとこと使えないとこと半々だとい

うようなことをお聞きしました。本市としてどうす

るかは、また今後検討していきますということでし

た。それに関して、そうですね、春に正木次長がそ

れをちょっと言われてましたよね。その後、検討い

ただいてるでしょうか。もし検討されてたらお聞か

せください。 

○分科会長（清水  寛） 旭参事。 

○教育総務課参事（旭  和則） 須山委員のほうか

らも再三ご指摘いただいてる件で承知しておりま
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すけれども、県下の状況をご説明させていただいた

とおり、大体半々ぐらい電源利用できるとことでき

ないとことがございます。できる中でも、そのうち

でも、例えば条件があったりですとか、場所が限ら

れてるですとか、いろいろ条件をつけているところ

もございます。ですので、基本的には、ここは私自

身の見解とか私見ですけれども、何とか一定の条件

をつけて利用できるような方向には考えたいなと

は思うんですけれども、やはりその利用についてな

し崩しになっていくとか、そういうこともやっぱり

危惧されますので、その点、十分どういうふうにし

ていくかということも検討しながら、今後、できれ

ば利用に向けては考えたいんですが、この辺はまた

全体で協議して検討していきたいと思います。 

 あと、図書館はやはり基本的には本を読むとか調

べ物をするとかいう場所ですので、多分、使ってい

ただいてるのは、例えばパソコンを使用してとかい

うこともございます。ただ、パソコンの例えばキー

ボードのタッチの音がやっぱり気になるっていう

ことも、やはり他のところからも、そういったこと

で気になるという方もありますので、その辺の利用

するにしても条件を一定程度、場所を区切るとか、

そういうことも考えていかないといけませんので、

もう少しお時間をいただきたいなというふうに考

えております。以上です。 

○分科会長（清水  寛） 須山委員。 

○委員（須山 泰一） 以前も言うたかもしれないで

すけど、若い人からの要望ということじゃなくて、

高齢の方からの要望です。僕、何人か言われたのは、

図書館でいつもでもなく、そういう困ったときに充

電させてほしいというようなことを聞きました。そ

ういうことです。ぜひよろしくお願いします。以上

です。 

○分科会長（清水  寛） ほかございませんか。よ

ろしいですか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上で説明及び質疑は終わりました。 

 これらの賛否の確認は後ほど委員のみで行いま

す。 

 ここで委員の皆さん、当局職員の皆さんから何か

ありましたらご発言をお願いいたします。よろしい

ですね。 

 それでは、当局職員の皆さんは退席していただい

て結構です。お疲れさまでした。 

 分科会を暫時休憩します。そしたら、再開は２時

３０分。 

午後２時２１分休憩 

──────────────────── 

午後２時３０分再開 

○分科会長（清水  寛） それでは、分科会を再開

をします。 

 第８０号議案、令和６年度豊岡市一般会計歳入歳

出決算の認定については、既に質疑まで終えました

ので、賛否の確認をいたします。 

 本案について、賛成とする方は挙手をお願いしま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（清水  寛） では、賛成ではない須山

委員、賛成しない理由を少しお願いをいたします。 

○委員（須山 泰一） 今日質疑の中でありました外

出支援サービスの料金引上げと、それから学校給食

の４年かけての料金引上げ、これ、２４年度予算の

ときから、この２点でこの分協に関わる問題として

は、この２点で反対してますんで、今回の決算でも

その２点について反対です。 

○分科会長（清水  寛） そうしましたら、もう一

遍改めて言いますよ。外出支援サービスの料金の引

上げと、学校給食費の４年連続の引上げという点に

ついてで反対ということですね。 

○委員（須山 泰一） はい。 

○分科会長（清水  寛） 分かりました。 

 ということで、以上で本日予定している議案に対

する審査を終了いたします。 

 次に、協議事項の（２）番、意見・要望のまとめ

に入ります。 

 まず、分科会意見・要望として、第８号議案、令

和６年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてに対する当分科会の意見・要望として、予算決
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算委員会に報告すべき内容について、協議いただき

たいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後２時３２分休憩 

──────────────────── 

午後２時３６分再開 

○分科会長（清水  寛） 会議を再開します。 

 少し、第８０号議案についての当委員会のという、

当分科会のというよりは、全体の予算決算委員会と

して、少し低所得者、また年金生活者が多いという

ような豊岡市の事情を鑑みて、物価対策について、

またその内容についても横串を指しながらしっか

りと対応していただきたいというような旨の意見

をつけるということで、案文については、正副に一

任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） それでは、そのようにさ

せていただきます。 

 それでは、そのほかに皆さんのほうから何かござ

いますでしょうか。特にないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（清水  寛） そうしましたら、それで

異議なしと認め、そのように決定しました。 

 ここで分科会を閉会します。 

午後２時３７分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後２時３７分 委員会開会 

○委員長（清水  寛） 委員会を再開します。 

 次に、委員会意見・要望のまとめに入ります。 

 第８１号議案から第８６号議案、各特別会計の歳

入歳出決算の認定について、当委員会の意見・要望

として、委員長報告に付すべき内容について、協議

いただきたいと思います。 

 暫時休憩します。 

午後２時３７分休憩 

──────────────────── 

午後２時４２分再開 

○委員長（清水  寛） それでは、会議を再開しま

す。 

 今回の第８１号の議案につきまして、賛否を意見

があるところではあるんですけども、それにプラス

して委員会の意見としまして、県単一化について、

同一所得同一保険料が原則ではあるんですけども、

都市部と農村部では機会が平等ではないというこ

とを十分踏まえて、当局としては対応を考えていた

だきたいというような旨の意見をつけたいという

ふうに思いますが、皆さん、いかがでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） それでは、この報告の案分

については、また正副委員長に一任いただきたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 次は、協議事項（３）番、その他について、委員

の皆さんから特に発言はありませんか。 

 須山委員。 

○委員（須山 泰一） いつも反対討論の原稿をまた

委員会の後、早う出してくれって言われますけど、

明日に間に合わせたらええですね。明日もあります

ね、今日は、今回はね。 

○委員長（清水  寛） はい、ありますね。 

○委員（須山 泰一） 今日はすぐに作らず、明日に

間に合わせます。お願いします。 

○委員長（清水  寛） はい。では、それをよろし

くお願いします。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（清水  寛） そうしましたら、ないよう

でしたら、次回委員会の開催についてですが、明日

１７日水曜日、午前９時３０分から当委員会室で開

催します。 

 以上をもちまして文教民生委員会を閉会いたし

ます。お疲れさまでした。 

午後２時４４分閉会 

──────────────────── 


